
（平成２１年９月30日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 42 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 24 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 68 件

国民年金関係 19 件

厚生年金関係 49 件

年金記録確認大阪地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



大阪国民年金 事案 3284 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から同年７月まで 

    私は、昭和 46 年４月にＡ市に転居し、市役所で転居届と併せて国民年金

の住所変更手続を行った。 

その後、昭和 46 年８月にＡ市職員に採用され、そのころに市役所で未納

であった私の申立期間の保険料と、夫の同年４月及び同年５月の保険料を私

が一緒に納付した。 

申立期間の保険料について、納付記録が無く未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間中の国民年金保険料に未納は

無い。 

また、申立期間は４か月と短期間である。 

さらに、当時、国民年金の住所変更手続が適切に行われていることが申立人

に係る特殊台帳で確認できる上、申立人が、自身の保険料と一緒に納付したと

する申立人の夫の昭和 46年４月及び同年５月の保険料について、夫の国民年

金手帳に同年８月２日付けの検認印が押されていることが確認でき、申立人が

所持する当時のメモ帳には、納付した保険料額などが記載されているなど申立

人の陳述に不自然な点は無い。 

加えて、夫についても、検認印が押されている昭和 46年４月及び同年５月

が未納と記録されているなど行政機関の記録管理に不適切な点がみられる。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付したものと認められる。



大阪国民年金 事案 3285 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50年 10 月から同年 12 月までの付加保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ：  昭和 12年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年 10月から同年 12月まで 

             ② 昭和 58年 12月から 59年３月まで 

    私は、Ａ市に住んでいた昭和 50 年８月ごろに市役所で国民年金の加入手

続を行い、その際、同時に付加年金にも加入した。 

Ａ市に住んでいたころは、集金人に付加保険料を含めた国民年金保険料を

納付していたが、Ｂ市に転居してしばらくして、口座振替により保険料を納

付するようになった。 

申立期間①及び②については、その他の期間と同様に定期的に保険料を納

付していたのに、付加保険料を納付した記録が無く、定額保険料のみ納付し

たと記録されており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、昭和 50年７月８日に国民年金に任意加入

し、同日付けで付加年金に加入していることが、申立人に係るＡ市の被保険者

台帳で確認できるとともに、申立人は、加入当日に申立期間直前の昭和 50年

７月から同年９月までの付加保険料を含めた国民年金保険料 4,500円（各月

1,500円）を納付していることが、同人が所持する国民年金保険料領収書で確

認できる。 

ところが、申立人に係る昭和 50年度のＡ市の収滞納一覧表には、申立期間

①直前の昭和 50年７月から同年９月までの収納保険料額が各月 1,900円（各

月の付加保険料が２倍算入された金額。）、 同年 10月から同年 12月まで（申

立期間①）の収納保険料額が各月 1,100円（各月の付加保険料が算入されてい

ない金額。）と、不自然で申立人の所持する領収書と符合しない収納保険料額



が記録されており、行政機関の記録管理に何らかの誤りがあったことがうかが

える。 

一方、申立期間②について、申立人は、当時、付加保険料を含めた国民年金

保険料を居住していたＢ市において口座振替により納付しており、申立期間②

についても同様に納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金記録をみると、申立期間②の定額保険料は、過年

度納付されていることが社会保険庁のオンライン記録で確認でき、また、申立

人に係るＢ市の収滞納一覧表には申立期間②の収納記録が無いことが確認で

きる。付加保険料は、納付期限の経過後には納付することができず、定額保険

料が過年度納付により収納された時点においては、制度上、納付することはで

きない。 

また、申立人が、申立期間②の付加保険料を納付したことを示す関連資料は

見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 50年 10月から同年 12月までの付加保険料を納付していたものと認められ

る。 



大阪国民年金 事案 3286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 62年４月から 63年４月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年２月から 61年３月まで 

             ② 昭和 62年４月から 63年４月まで 

    私は、Ａ市からＢ市へ引っ越してしばらく経った昭和 59 年２月ごろに、

Ｂ市役所から国民年金の請求書が届いたことがきっかけで国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料の納付を開始したと記憶している。 

私は、国民年金加入後は、保険料を銀行振込及び口座振替で定期的に納付

しており、1年分の保険料をまとめて納付した記憶は無く、また、ほかの支

払いなどでも滞納したことはない。 

申立期間①及び②の保険料が未納と記録されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会判断の理由 

申立期間②については、申立人は、申立期間②直前の昭和 61年５月から 62

年３月までの国民年金保険料を、申立期間②の期間中の同年６月に過年度納付

していることが申立人に係るＢ市の国民年金被保険者名簿及び社会保険庁の

記録から確認できる。 

また、申立人の妻は、申立期間②の保険料を現年度納付している上、申立期

間②直後の昭和 63 年５月以降の保険料は、夫婦同一日に納付していることが

確認できる。 

さらに、申立期間②は、１年１か月と比較的短期間である上、申立人は、申

立期間②の前後に仕事及び住所変更などの生活状況に変化は無かったとして

おり、申立期間②の保険料は、納付されていたものと考えるのが自然である。 

一方、申立期間①について、申立人は、昭和 59 年２月ごろに国民年金に加

入し、加入後は定期的に保険料を納付していたと申し立てている。 



しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後に払い出された被保険

者の払出日の状況及びＢ市の被保険者名簿に記載された加入に伴う進達日か

ら、昭和 61 年５月ごろに加入手続を行い手帳記号番号が払い出されたことが

推認される。この手帳記号番号を使用して申立期間①の保険料は現年度納付で

きず、一部期間の保険料は、制度上、時効により納付することはできない。 

また、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間の住所地を管

轄するＣ社会保険事務所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿の内容の調

査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料は

無く、申立期間①について保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和62年４月から63年４月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金  事案 3287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和40年１月から同年３月までの期間及び同年５月から41年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から同年３月まで 

② 昭和 40年５月から 41年３月まで 

私の国民年金保険料は、制度開始時から昭和 40 年１月に結婚するまでの

間は母が、その後、46 年 11 月にＡ市に転居するまでの間は義父がそれぞれ

納付してくれていた。 

結婚後１年から２年したころにＢ市役所（現在は、Ｃ市役所。）から、保

険料が未納となっている旨の納付書が送付されてきたのでそれを義父に渡

し、ほかの期間と同様に義父が私の保険料を納付してくれたと思う。  

申立期間①及び②の保険料について、納付記録が無く未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②を除き、国民年金加入期間に未納は無い上、申

立期間①は３か月、申立期間②は 11 か月と比較的短期間であり、その前後の

期間の保険料は納付済みである。 

また、当時、Ｂ市（現在は、Ｃ市。）では、３か月ごとに保険料を収納した

としているところ、申立期間①と②の間の昭和 40 年４月の１か月だけの保険

料を納付したとする不自然な記録である上、46 年４月から同年７月までの期

間及び転居後の 47 年１月及び同年２月について、未納とされていたところ、

申立人の国民年金手帳の検認印から平成 20年 12 月 16 日付けで納付済みに記

録訂正されており、行政機関における記録管理に不適切な点がうかがえる。          

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②の

国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3288 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年８月から平成元年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年３月 

             ② 昭和 37年６月から同年８月まで 

             ③ 昭和 62年８月から平成４年３月まで 

             ④ 平成４年４月から同年６月まで 

      私の家は昔からＡ業務に従事しており、父もＡ業務の跡取りである。そ

の父のＡ業務を私も一緒にしており、Ａ業務の合間に就職をした後、短期

間で離職してＡ業務を開始し、また合間に就職をしていた。Ａ業務をして

いた時に父が保険料を納付していた。昭和 62 年８月からは、妻が保険料を

納付しており、免除の通知を受けたことも無く、保険料の還付を受けた覚

えも無い。 

申立期間が免除及び未納等とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 37 年３月及び同年６月から同年８月までの期間の保険料は

父が納付し、また 62 年８月に会社を退職してからは申立人の妻が保険料を納

付しており、免除の通知を受けたことも無く、保険料の還付を受けた覚えも無

いと申し立てている。 

   申立期間①について、市の被保険者名簿を見ると、申立期間①を含む昭和

36年４月から 37年３月までの保険料は納付されていたことが確認できる。し

かし、申立人は、同年３月から厚生年金保険被保険者となったため、同年３月

の保険料は還付されることとなった。 

   そこで、申立人の還付状況について、社会保険庁の記録をみると、平成４年

８月に申立人の昭和 37 年３月から同年５月までの厚生年金保険被保険者資格



を把握し、同年 10 月に還付決議を行っていることが確認できる。一方、還付

請求者記録欄には、請求者氏名等の必要事項が記載されておらず、還付請求が

行われていないことが確認できる。しかし、平成４年当時の還付の通知手続で

は、還付決議が行われた時点で還付請求書が申立人宛に送付され、還付請求の

時効が成立するまでの間に３回は還付請求書を送付していたと考えられるこ

とから、社会保険庁において還付決議が行われたものの、申立人から還付請求

手続が行われなかったことにより還付の時効が成立したものと推定される。 

   申立期間②について、市の被保険者名簿を見ると、昭和 35年 10月に国民年

金に加入し、37 年９月に資格を喪失しており、同年３月から同年５月までの

厚生年金保険加入による国民年金被保険者資格の喪失時期の記録が無い。仮に、

申立期間②の保険料を納付していたのであれば、その時点で厚生年金保険加入

期間が把握され被保険者名簿に反映されていたはずであり、申立期間②の保険

料が納付されていたとみるのは不自然である。 

   また、申立期間①及び②の保険料を納付していたとする申立人の父親は既に

死亡しており、この間の事情を聞くことはできなかった。 

   申立期間③について、社会保険庁の記録をみると、申立期間③のうち、昭和

62年８月から平成元年６月までの保険料が、いったん納付されていたものの、

法定免除期間及び申請免除期間を理由に同年８月に還付決議が行われ、同年９

月に申立人名義の銀行口座に振り込まれていることが確認できる。 

なお、還付請求者記録欄には還付先の金融機関として、当時、申立人が口座

を開設していないＡ銀行Ｂ支店が記載されているが、金融機関についてはコー

ド番号で入力をするものの、出力時にはその時点のコード番号に対応した金融

機関名に変換されるとのことであり、必ずしも記載されている金融機関に還付

したとは言えない。そこで、現時点のＡ銀行Ｂ支店のコード番号を調べると＊

****-***であり、平成元年当時、申立人が口座を開設していたＣ銀行Ｄ支店の

コード番号の****-***と同一のコードであることが確認できることから、同年

に申立人が口座を開設していたＣ銀行Ｄ支店に還付を行ったものの、現在、還

付に関する情報を出力すると、Ａ銀行Ｂ支店と表示されたことが分かり、申立

人に対し還付が行われたと推定できる。 

しかし、申立期間③のうち、昭和 62 年８月から平成元年３月までの期間に

ついては、申立人に法定免除となるべき理由が見当たらず、保険料についても

納付された後に法定免除の処理が行われて還付されるなど、行政側の事務処理

に不手際が認められる。一方、同年４月から同年６月までの保険料については、

納付時期が免除申請後であることから還付は適切であったと考えられる。 

また、申立期間③のうち、平成元年４月から４年３月までの期間は申請免除

となっていることが、市の被保険者名簿及び社会保険庁の記録から確認できる

上、元年４月から同年６月までの保険料が申請免除期間を理由として還付され

たことからも、この期間の保険料が納付されたとは考え難い。 



   申立期間④について、申立人の納付状況をみると、申立期間前の昭和 62 年

８月から平成４年３月までの期間が法定免除及び申請免除の記録となってお

り、当時、保険料納付が滞る何らかの事情が生じていたものと推定できる。 

   また、申立期間④の保険料を納付していたとする申立人の妻は、毎月市役所

で保険料を納付したが、国民年金手帳は無く、領収書ももらっていないと陳述

するなど、その内容は不自然であり、ほかに保険料を納付したことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 62 年８月から平成元年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。



大阪国民年金  事案 3289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私の国民年金については、制度発足時に将来のことを考えた姉が加入を勧

めてくれた。当時、主人が自営業であり子供が生まれて間もなくのことで

もあったので、なおのこと必要性を感じ、掛金も安かったので市役所で夫

婦二人分の加入手続をした。保険料は３か月分を来てくれた集金人に納め

ていた。申立期間の保険料を納めていたのは間違いないので認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の姉の勧めで国民年金制度発足の時から加入するとともに、

保険料を現年度納付していたと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号払出時期をみると、同払出簿では昭

和38年７月10日に元夫と共に同番号が払い出された記録となっていることが

確認できる。しかし、申立人の特殊台帳の国民年金資格の取得日は、35 年 10

月１日となっていることが確認でき、申立人の元夫のＡ市の被保険者名簿にも

同一日の資格取得日の記載が見られることから、申立人及び申立人の元夫の国

民年金への加入手続が、36 年４月の制度開始以前に行われた可能性も否定で

きない。 

   また、申立人は、子供を出産した直後の時期に、将来のことを心配した姉か

ら国民年金への加入を勧められた事情を具体的に陳述しているところ、申立期

間当時、Ａ市における集金方法は申立人の陳述と符合するなど、申立人の陳述

は具体的かつ詳細で不自然な点は見られない。 

さらに、申立人の姉の「国民年金制度が始まったころに、自ら国民年金に加

入するとともに妹に国民年金への加入を促した。」との陳述は、申立人の陳述

と符合している上、その姉も制度発足前から加入している。 



加えて、社会保険庁の納付記録から、申立人の国民年金保険料は申立期間を

除く国民年金加入期間のすべての保険料が納付されていることが確認でき、申

立人の納付意識の高さがうかがえる。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 39 年６月までの期間及び

40年４月から 43年９月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 50年 12 月まで 

私は、昭和 36 年４月ごろに、母が手続をして、国民年金に加入した。国

民年金保険料は、43年９月までは母が、その後は、私が納付した。 

しかし、昭和 51 年４月ごろに、Ａ市役所から国民年金の加入勧奨通知が

届き、申立期間の保険料が未納となっていることを知ったので、妻がＡ市役

所で私の国民年金の加入手続を行い、同時に 48 年１月までさかのぼって保

険料を納付した。 

申立期間について、保険料は納付しているはずなので記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36年４月から 43年９月までの国民年金保

険料については、申立人の母が、母の保険料と一緒に二人分を婦人会の集金人

に納付したと申し立てているところ、申立人の母の納付記録をみると、36 年

４月から同年９月までの期間、37 年４月から 39 年６月までの期間及び 40 年

４月から 43年９月までの期間が納付済みとなっている。 

また、申立人が保管している母の手帳には、昭和 36 年度について、ほぼ毎

月の頻度で、申立人と母の二人分の国民年金保険料を納付したことを示す記載

が確認できるほか、申立人は、申立期間当時、母と共にＢ業を営んでおり、こ

れまで一度も転居したこともなく、また、婦人会の集金人が申立期間当時から

国民年金保険料を徴収していたとする地域住民の陳述等を考え合わせると、申

立人の母が、手帳に記載がない月についても自身と申立人の二人分の国民年金

保険料を納付していたことが推認できることから、申立人の母の納付記録のな



い昭和 36 年 10 月から 37 年３月についても自身と申立人の二人分の国民年金

保険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

一方、昭和 39年７月から 40年３月までの国民年金保険料については、申立

人の保険料を一緒に納付していたとする母の納付記録は未納になっており、ま

た、43 年 10 月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、申立人は、

自分で納付したと申し立てているが、これを確認できる関連資料（家計簿、確

定申告書控え等）は無く、保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 36年４月から 39年６月までの期間及び 40年４月から 43年９月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年 10 月から 38 年３月までの期間及び

39 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年７月まで 

         ② 昭和 37年 10月から 38年３月まで 

         ③ 昭和 39年１月から同年３月まで 

私は、Ａ市で個人経営のＥ店で働いていた昭和 35 年ごろ、国民年金制度

ができたことを知り、36 年４月に市役所で国民年金の加入手続と保険料納

付を行った。 

昭和 37年又は 38年ごろにＢ県Ｃ市に引っ越してからも、元妻がずっと夫

婦二人分の保険料を一緒に納付しており、申立期間が未納とされているのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人に係る手帳記号番号は昭和

38 年４月５日にＢ県Ｃ市において夫婦連番で払い出され、申立人の元妻が厚

生年金保険の被保険者資格を喪失した 37 年８月１日にさかのぼって国民年金

強制加入被保険者資格を取得していることが確認できる。 

そこで、申立人及びその元妻が被保険者資格を取得した昭和 37 年８月１ 

日以降の保険料納付状況をみると、申立期間②及び③を除き、いずれも 60 歳

まで保険料を完納しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人に係るＤ市保存の国民年金被保険者名簿の保険料収納記録をみ

ると、昭和 38 年６月 19 日に申立期間②直前の 37 年８月及び同年９月の保険

料を過年度納付している上、その１か月後の同年７月 10 日には申立期間②直

後の同年４月から同年８月までの保険料を現年度納付していることが確認で

き、申立期間②の６か月分のみを未納のまま放置したとは考え難い。 



さらに、申立期間③については、３か月と短期間である上、その前後の期間

はいずれも納期限までに現年度納付していることが確認できること、申立人の

特殊台帳を見ても納付催告した旨の押印は認められないこと、及び申立人の住

所及び仕事などの生活状況に特段の事情はみられないことなどから、当該期間

のみが未納とされていることは不自然である。 

一方、申立期間①については、前述のとおり、申立人の元妻が厚生年金保険

に加入していたことから、国民年金の未加入期間になるため、制度上、保険料

を納付することはできない。 

また、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違いによる検索

を行うとともに、申立期間当時の住所地を管轄する社会保険事務所において国

民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査を行ったが、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 37年 10月から 38年３月までの期間及び 39年１月から同年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金  事案 3292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年１月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から同年 12月まで 

私は、申立期間当時、父が経営する会社で働いていて、父が国民年金の保

険料を納めてくれていた。申立期間の保険料は、父から一度自分で納めてみ

なさいと言われ、数回に分け郵便局で納付した記憶がある。金額は覚えてい

ないが、その前後の期間はすべて納付しているので、申立期間が未納という

ことは到底考えられない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の保険料納付記録をみると、申立人が納めたとする 12 か月の申立期

間を除き、昭和 42年７月から平成 19年６月までの 365か月にわたる国民年金

加入期間において未納は無く、申立人及びその父親の納付意識の高さが認めら

れる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号払出時期は、昭和 53年 10月であるこ

とが同手帳記号番号払出簿から確認できる。この場合、申立人が申立期間の保

険料を納付するためには、第３回目の特例納付によるしかないが、その実施時

期が同年７月から 55 年６月までであり、同手帳記号番号払出時期がその初期

に当たることから、保険料を数回に分けて納付したとする申立人の陳述に不合

理な点は見られない。 

さらに、申立人の社会保険庁の特殊台帳を見ると、昭和 51 年１月から 53

年３月までの保険料を、同手帳記号番号払出時期から２か月後の同年 12 月に

過年度納付した上で、42年７月から申立期間直前の 49年 12月までの 90か月

にわたる保険料については、55年６月に特例納付していることが確認できる。

一方、父親が行ったとするこれらの遡及
そきゅう

納付は、申立人の受給権確保のために

は必要でなかったことから、未納期間の解消を前提として行ったものと推定で



き、父親が、理由も無く 12 か月という申立期間を未納としたまま、申立期間

直前の 90 か月のみを特例納付したとは考え難く、申立期間の保険料を申立人

が納付したことを確認した上で残りを納付したと考えるのが相当である。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年２月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年２月から 39年３月まで 

私の父はＢ職で恩給をもらっていたことから、年金が大事であることは

よく知っていた。 

    国民年金制度が発足することを知り、昭和 36 年４月ごろに私自身がＡ市

役所で加入手続をし、その場で年金手帳をもらった。 

    当時、私はＢ業務に従事しており、加入後は市役所で保険料を自分の収入

で納付していたが、昭和 40 年３月に結婚する前に一度さかのぼって保険料

を納付し、油紙のような領収書をもらって年金手帳に貼
は

っていたことを覚え

ている。 

    年金裁定の手続時に社会保険事務所で、約１年の未納があることを聞いた

が、その分はさかのぼって納付した保険料の領収書を持っていた記憶があっ

たことから、未納は無いと思っていた。保険料の金額は 1,200円ぐらいで区

役所の窓口で納付したと思う。 

    未納は無いと思うので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入期間のうち、申立期間を除く 345か月分の保険料を

納付しており、納付意識の高さが認められる。 

   また、申立人がさかのぼって納付したとする時期（昭和 40年３月以前）は、

申立期間について過年度納付が可能な期間に当たっている。 

   さらに、申立期間の前後は納付済みとなっており、申立人の居所及び生活環

境に大きな変化は認められない。これらの点を踏まえ、申立人の納付意識の

高さに鑑
かんが

みると、申立期間については、過年度納付がなされていたと考える

のが相当である。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

   氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 12 月から 50 年３月まで 

         ② 昭和 51 年４月から同年６月まで 

         ③ 平成９年５月から 10 年３月まで 

夫が会社を退職した昭和 45年 12月ごろに、Ａ市役所で夫婦二人の加入手

続をし、申立期間①の保険料を初回は市役所の窓口で納め、以降は申立期間

②を含め納付書により３か月ごとに銀行で夫婦二人分を納めた。 

申立期間③については申請したこともない申請免除とされているが、保険

料を納付書で銀行にて納めてきた。 

３つの申立期間とも保険料を間違いなく納めているので、納付済期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の国民年金加入手続時期をみると、国民年金手

帳記号番号が昭和50年12月に夫婦連番で払い出されていることが同払出簿及

び前後の加入者の資格取得時期から確認できる。この場合、この同年 12 月時

点では、申立期間の一部は時効により、既に保険料が納付できない期間となっ

ているほか、45年 12月ごろに加入手続を行ったとする申立人の陳述とは符合

しない。 

また、夫婦二人分を一緒に納付したとする申立人の夫の納付記録をみると、

この期間を含む 72か月(厚生年金保険と重複した 20か月は還付済。)の保険料

を特例及び過年度の組合わせにより遡及
そきゅう

納付していることが社会保険庁の特

殊台帳から確認できる。この点については、加入手続時点で既に 41 歳に達し

ていた申立人の夫は、手続年度以降 60 歳に達するまでの間、納付を継続して



も 231か月の納付期間しか確保できず、受給権確保の観点からなされたものと

推定できる。一方、夫より 10 歳ほど若い申立人はその必要は無かったほか、

一貫して申立人の保険料納付を行ってきた申立人の夫も何年もさかのぼって

納めたことはないと陳述している。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、別読みによ

る氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所の同払出簿

の内容をすべて確認したが、別の手帳記号番号の存在をうかがわせる事情は見

当たらなかった。 

次に、申立期間②について、申立人及びその夫の納付記録をみると、申立期

間前後は３か月ごとに現年度納付し、申立期間については督促を受けて夫は過

年度納付していることが申立人の夫の特殊台帳の記録から確認できることか

ら、申立人についても同様に過年度納付は可能であった。 

また、昭和 50 年４月から平成元年３月までの期間のうち、申立期間②を除

く期間については、申立人及びその夫は前納及び重複納付を含めて、同様の納

付形態となっている。 

これらの点を踏まえると、申立期間②については、督促を受けた申立人の夫

と一緒に過年度納付がなされていた可能性は否定できない。 

次に、申立期間③についてみると、この期間に係る免除申請は平成９年６月

30日付けで受理され、同年９月 25日に承認処理されていることが社会保険庁

のオンライン記録から確認できるとともに、市の被保険者名簿及び社会保険庁

の双方の記録は申請免除期間として符合しており、一連の記録に不自然さはう

かがえない。なお、この期間は夫の厚生年金保険資格の喪失直後に当たってい

る。 

また、市においては、既に納付書のＯＣＲ化、収納情報の電算処理導入後に

当たっており、行政側がこの間、納付記録の管理過誤に気付かず、事務処理の

誤りを継続する蓋然性
がいぜんせい

は低い。 

加えて、申立人は加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、納付をめ

ぐる記憶が定かでないほか、申立期間①及び③の保険料納付をうかがわせる周

辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 51 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 3295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年２月及び同年３月 

私は、昭和 54年４月に、夫の会社の都合で、Ａ市の社宅からＢ市の社宅

に住民票を移動したが、子供達の学校のこともあり、家族はＢ市に居住する

ことなく、Ａ市から直接、私の実家であるＣ市に移り住み両親と一緒に生活

していた。その約２年後に、住民票をＣ市に異動したが、その間、夫が、定

期的にＢ市の社宅へ郵便物等を取りに行っていたので、私の納付書があれば、

銀行で納付してくれていたはずである。申立期間が未納とされているのは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 47年２月に国民年金に任意加入して以降、60歳期間満了ま

での約 35年間、申立期間の２か月を除き、保険料を完納している。 

また、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、昭和 54年４月 20日にＡ市

からＢ市の社宅に住所変更し、56年１月 22 日にＣ市に住所変更していること

が確認できることから、その間、Ｂ市は、申立人に係る現年度保険料の納付書

を申立人のＢ市の社宅に送付していたものと考えられ、定期的にＢ市の社宅へ

郵便物等を取りに行っていたとする申立人の夫が、当該納付書を取得し、保険

料を納付することは可能であったものと考えられる。 

さらに、申立期間直前の１年間について、当初、社会保険庁の納付記録では

未納期間とされていたが、平成 20年２月 20 日に、申立人の所持する領収証書

に基づき納付済期間に記録訂正されていることなどを踏まえると、申立期間に

ついても納付されていたものとみるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年１月及び 49年４月から同年６月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月 

② 昭和 49年４月から同年６月まで 

私が昭和 45年１月に会社を退職後、母が私の国民年金の加入手続を行い、

51年９月に再就職するまで、母が保険料を納付してくれていた。 

母は既に高齢のため、当時の納付状況等について詳細は不明であるが、昭

和 49年１月から同年３月までの市役所の領収証書が２枚もあることに疑問

を感じている。 

上記期間がそれぞれ未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の合計４か月を除き、国民年金被保険者期間の

保険料をすべて納付し、申立人の保険料を納付していたとする申立人の母親も

国民年金制度が発足した昭和 36年４月以降、60歳期間満了までの国民年金被

保険者期間の保険料を完納し、厚生年金保険との切替手続も適切に行っている

ことから、申立人の母親の納付意識の高さがうかがえる。 

そこでまず、申立期間①について、申立人の所持する国民年金手帳を見ると、

申立人が会社を退職した昭和45年１月25日に国民年金の強制加入被保険者の

資格を取得し、社会保険庁の記録とも一致しているが、その検認記録欄には、

本来であれば保険料を納付すべき申立期間①を含めて、それ以前の期間に斜線

を引いた上で「不要」と記載されており、申立期間①直後の同年２月以降に検

認印が確認できることから、当時の市役所担当者の不適切な事務処理に基づき

保険料の検認が行われたことが分かる。 

一方、申立人の特殊台帳を見ると、申立期間①は未納期間とされ、未納であ



れば、通常、社会保険事務所において催告が行われるものと考えるのが自然で

あり、申立人の母親の納付意識の高さを踏まえると、申立期間①については、

過年度納付書により保険料を納付していたものとみるのが相当である。 

また、申立人は、申立期間②直前の昭和 49 年１月から同年３月までの期間

の手書き領収証書を２枚も所持しており、それぞれに同年１月７日付け及び同

年２月 26 日付けの市役所窓口の領収印が確認できることから、当該期間の保

険料が２回にわたり市役所で現年度納付されたことは明らかである。 

しかしながら、申立人の特殊台帳及び社会保険庁の過誤納記録をみても、当

該期間の保険料が重複して納付されたこと及びそれが還付された記載が確認

できないことから、当時、市役所内において、重複して納付された当該期間の

現年度保険料を、何らかの方法により申立期間②に期間変更したものと考えて

も不自然ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3297 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年７月から 62年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から 62年３月まで 

申立期間が免除とされているが、当時は、私が夫婦二人分の保険料を近く

の郵便局又は銀行で納付していた。また、そのころは、昔の免除期間の追納

と一緒に現年度の保険料も納付していたので、いつ、どの期間の保険料をい

くら納付したのか覚えていないが、夫が納付済みとなっているのに、私だけ

納付したこととされていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金手帳記号番号の払出しを受けた昭和 45年度以降、60歳

期間満了まで、申立期間の免除期間及び第３号被保険者期間を除き、保険料を

すべて納付するとともに 65 歳まで高齢任意加入しており、申立人の夫につい

ては、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月以降、厚生年金保険に加入する

までの国民年金被保険者期間において、保険料を完納していることから、納付

意識が高かったものと考えられる。 

また、申立人は、昭和 58年１月から同年３月までの期間及び 59年１月から

同年３月までの期間の未納保険料をそれぞれ過年度納付するとともに、免除期

間であった申立人の 49年 10月から 51年３月までの期間及び申立人の夫の 50

年４月から 52 年３月までの期間について、59 年から 61 年までの間に保険料

を追納していることから、申立期間前における未納等の解消努力もうかがえる。 

さらに、申立期間は９か月と短期間である上、前後の期間は現年度により納

付されており、申立期間については、申立人の夫は納付済みであることなどを

踏まえると、申立人のみが免除期間とされているのは不自然であり、保険料を

納付していたものとみるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53 年 10月から同年 12月まで 

私は、Ａ県Ｂ市で地区の集金人に勧められ、昭和 44 年７月に国民年金に

任意加入した。加入後は、私が集金人に保険料を納付してきたが、夫の転勤

で 52 年３月にＣ市へ転出して以降は、夫が、夫の勤務する金融機関で私の

保険料を納付してくれるようになった。 

その後、昭和 54 年１月に夫が転勤で再びＢ市に戻った時も、直ちに申立

期間の保険料を夫が転勤先の銀行で納付してくれたのに、未納とされている

のは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44年７月に国民年金に任意加入して以降、60歳期間満了ま

で、申立期間の３か月を除き、保険料をすべて納付し、第３号被保険者との切

替手続も適切に行っている。 

   また、申立人の保険料は、当初、申立人が集金人に納付してきたが、申立人

の夫の転勤で昭和 52 年３月にＡ県Ｂ市からＣ市へ転出して以降は、申立人の

夫が、自身の勤務する金融機関で納付してくれるようになったと申し立ててい

るところ、Ｃ市へ転出した当時の前後の期間を通じて、現年度により納付済み

となっている。 

さらに、申立人は、申立期間直後の昭和 54年１月にＢ市に再転入した時も、

同様に申立人の夫が転勤先の金融機関で保険料を納付してくれたとしている

が、申立人に係る同町の被保険者名簿を見ると、同年１月 11 日に住所変更手

続を行っていることが確認でき、戸籍の附票と一致する上、申立期間を含む昭

和 53年度の検認記録欄に「本年度分各納期内検認済」のゴム印が確認できる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。



大阪国民年金 事案 3299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 49年３月まで 

② 昭和 54年１月から同年３月まで 

    私は、どのようにして国民年金に加入したのかよく覚えていないが、20

歳になったら国民年金を掛けようと思っていたところ、女性の集金人が来て

保険料を納付するようになった。また、いつのころからか保険料が銀行振込

になり、近くの銀行で納付してきた。 

収入は少なかったが、私は 20歳から満額納付してきたと思っているのに、

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、国民年金の加入については覚えていないが、

20 歳のころに集金人が来て保険料を納付するようになったと申し立てている

ところ、申立人に係る国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号

前後の任意加入被保険者の資格取得日から昭和 49 年２月ごろに行われたもの

と推定され、この時点において、申立期間①のうち、48 年３月以前の保険料

は、時効により納付することができない期間を含む過年度保険料であり、基本

的に現年度保険料しか取り扱わない集金人に納付することができなかったも

のと考えられる。 

また、申立人の納付記録をみると、加入手続が行われたとみられる昭和 49

年２月後の同年４月から保険料の納付が開始されているが、申立人は当時、収

入が少なかったので、過去の保険料をさかのぼって納付するほど経済的な余裕

は無かったと陳述していることから、申立期間①のうち、加入時点において現

年度納付が可能であった 48年４月から 49年３月までの保険料を、申立人がさ



かのぼって納付していたとは考え難い。 

さらに、申立人が、申立てどおり、申立期間①の保険料を遅滞なく集金人に

納付するためには、Ａ市において別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要で

あるところ、Ｂ社会保険事務所に出向いて手帳記号番号払出簿の内容をすべて

視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなかった。 

加えて、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書控え等)は無く、ほかに申立期間①の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

申立期間②について、申立人は、申立期間①直後の昭和 49 年４月以降 60

歳期間満了までの 33年間、申立期間②を除き、保険料をすべて納付している。 

また、申立期間②は３か月と短期間である上、その前後は納付済みであるこ

となどを踏まえると、申立人が申立期間②の保険料のみを納付しない理由は見

当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。



大阪国民年金 事案 3300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55年４月から 56年３月までの期間及び平

成５年７月から６年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められ、昭和 60年４月から同年 12月までの国民年金保険料につい

ては、免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

   ② 昭和 39年４月から 48年３月まで 

   ③ 昭和 55年４月から 56年３月まで 

   ④ 昭和 59年４月から 62年３月まで 

   ⑤ 平成５年７月から９年９月まで 

    私は、Ａ市に在住していた昭和 36 年４月ごろに、町内会の人が集金人と

して自宅に来て、国民年金の加入を勧められたので、私が夫婦二人分の国民

年金の加入手続を行った。後日、同じ集金人に、夫婦二人分の昭和 36 年度

１年分の保険料をまとめて納付し領収証書を受け取った。その後しばらくし

て、集金人が国民年金手帳を持参し、その領収証書と引き換えに、国民年金

手帳の同年度の右側のページを切り取って持ち帰ったのを覚えている。 

    昭和 39年度から 41年度までの夫婦二人分の保険料は、１年ごとに私がＡ

市役所の窓口でまとめて納付してきたが、国民年金手帳の 39 年度及び 40

年度の欄に領収印が押されていないことについて、同市役所の窓口で尋ねた

ところ、「右側のページ(切り取られずに残っている印紙検認台紙。)の上段

に、記号番号と名前が書いてあるからそれが領収のしるしです。」と言われ、

また、41年度については、「手帳が終りなので、年金手帳の発行日が記載さ

れているページの右側のページに領収印を押したので大丈夫です。」と言わ

れたのを覚えている。 

    昭和 42 年に長女を出産する前後の期間は、私が体調を崩していたため、

同年４月以降の保険料は、母に納付してもらっていた時期もあったが、その



後の保険料の納付については、余りよく覚えていない。 

    昭和 46 年５月に、私はＢ市に転居した。Ｂ市役所で転入手続を行った際

に、保険料をまとめて納付し、以後は１年から２年ごとに同市役所に出向い

て保険料を納付してきた。 

    昭和 56 年ごろ、Ｃ市Ｄ区に転居した後、時期は定かで無いが、Ｄ区役所

に出向いた際、窓口でＢ市役所に連絡を取ってもらい、同区役所の窓口で保

険料をまとめて納付した記憶がある。 

    昭和 57 年ごろにはＦ店を始めたが、２年後にＧ店を開店した。開店当初

から景気がよく、60年 12月にＣ市Ｅ区にマンションを購入したこともあり、

当時はお金に困っておらず、免除申請を行った記憶も無いことから、保険料

を納付していたはずである。 

    また、平成５年ごろから、領収証書及び帳簿を税理士に提出して、確定申

告を依頼してきたところ、国民年金保険料の控除額が記載された平成５年か

ら８年までの確定申告書（控）があったので、このころについても、保険料

を納付していると思う。 

    上記期間がそれぞれ未納及び免除とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が所持する申立人及びその元夫に係る国民年金手帳の内容

を根拠として、昭和 36年度及び 39年度から 41年度までの保険料については、

納付していると主張しているが、当時のＡ市における国民年金保険料の徴収方

法は、印紙による手帳検認方式であり、保険料を納付した場合、市役所窓口の

担当者又は市の集金人が、その都度、国民年金手帳の右側にある印紙検認台紙

に印紙を貼付
ちょうふ

するとともに、左側の印紙検認記録欄に納付日の入った検認印を

押すものとされ、また、当該年度の保険料が現年度保険料の納付期限を超えて

いるものについては、印紙によって納付することができないため、保険料の納

付の有無にかかわらず、基本的に、市役所窓口の担当者又は市の集金人が右側

の印紙検認台紙に割り印の上、これを切り取るものとされている。 

そこで、申立人が所持する申立人及びその元夫に係る国民年金手帳の印紙検

認記録欄を見ると、ともに、昭和 36 年度、39 年度及び 40 年度には印紙によ

り現年度納付していたことを示す検認印が無い上、次の 41 年度に相当するペ

ージについては、年度表示も無く空白となっているが、納付記録のある 37 年

度及び 38年度については、各月ごとに納付日の入った検認印が確認できる。 

また、申立人及びその元夫の国民年金手帳は、昭和 37 年 10月 15 日に発行

されている上、昭和 37年度の印紙検認記録欄には、すべて昭和 37 年 12 月 20

日付けの検認印が確認できることから、申立人は、このころに申立人及びその

元夫に係る国民年金の加入手続を行ったものと推定され、この時点において集

金人に納付が可能であった同年４月から 38 年３月までの１年分の保険料をま



とめて納付したことが分かる。したがって、当時、印紙により納付することが

できなかった昭和 36 年度の印紙検認台紙については、加入手続の際に、白紙

のまま割り印の上、切り取られたものと考えられる。 

さらに、申立人は、同年金手帳の昭和 39年度及び 40年度の印紙検認台紙が

切り取られずに残っており、その上段に、申立人の手帳記号番号及び氏名等が

記載されていることをもって保険料の納付の根拠とし、41 年度については、

同年金手帳の発行日が記載されたページの右側のページにある保険料前納記

録欄及び前納保険料還付記録欄に、かすかに見られる検認印の印影をもって、

それが保険料の納付の根拠であると主張しているが、印紙検認台紙上段の手帳

記号番号及び氏名等は、年金手帳発行当初に、当該手帳の有効期間すべての年

度について記載されるものであると考えられるほか、現年度保険料の納付の証

として、当該年度の印紙検認記録欄以外の欄に検認印を押すことは、当時にお

ける保険料徴収業務の実態からみて考え難い上、申立人が納付の根拠とする検

認印の印影は、ほかの場所に押された検認印のインクが付着したとみられる程

度に希薄であり、ほとんど内容も判別できないことから、これが何らかの意思

を有して押印されたもので無いことは明らかである。 

なお、昭和 39 年度以降の印紙検認台紙が切り取られずに残っているのは、

これ以降、長期間にわたり、申立人が市役所の窓口又は集金人に対し、当該年

金手帳を提示していなかったことによるものとみるのが自然である。 

以上のことから、申立期間①及び②のうち、昭和 39年４月から 42年３月ま

での保険料については、申立人が主張するように、申立人が所持する国民年金

手帳の内容を根拠として、納付していたものと推認することは困難であると考

えられる。 

また、申立期間②のうち、昭和 42 年４月以降、申立人がＢ市に転居するま

での期間の保険料について、申立人は、申立人の母親に納付してもらっていた

時期もあったが、その後の保険料の納付については、余りよく覚えていないと

して、申立人の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人の母親も既に亡くなっているため、

当時の具体的な納付状況等は不明であり、納付していたとする期間を特定する

こともできない。 

さらに、申立期間②のうち、申立人がＢ市において納付していたとする昭和

46年５月以降の期間について、申立人の所持する領収証書を見ると、50年 12

月 10 日に、この時点において、時効にかからず納付が可能であった申立期間

②直後の48年４月から50年３月までの保険料を同市において過年度納付して

いることが確認できる上、申立人に係る同市の被保険者名簿及び社会保険庁の

特殊台帳を見ると、同年４月から保険料を現年度納付していることが確認でき

ることから、申立人は、このころから同市において保険料の納付を再開したも

のとみるのが自然であり、納付を再開した時点において、48 年３月以前であ

る申立期間①及び②の保険料は、制度上、さかのぼって納付することができな



かったものと考えられる。 

加えて、申立期間②は９年に及び、このような長期間にわたり、しかもＡ市

及びＢ市を通じて、納付記録が連続して欠落することは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付するためには、申立人

に係る別の国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるところ、手帳記号番号

払出簿の内容をすべて視認し、各種の氏名検索を行ったが、申立人に対し、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらなか

った上、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿等）は無く、申立期間①及び②の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらなかった。 

一方、申立人は、Ｂ市において昭和 48年４月から 50年３月までの保険料を

過年度納付した同年 12月当時、38歳であり、既に納付済期間とされていた 37

年４月から 39年３月までの２年間を含めても、60歳期間満了まで、申立人の

年金受給資格期間である 25 年を確保できない状況にあったことから、２年間

さかのぼって当該過年度納付が行われたものと考えられる。したがって、この

時点において、申立人は、同市役所の担当者から、これらの事情について説明

を受け、申立人に係る当時の納付状況については、認識していたものとみるの

が自然であり、これ以降 60歳期間満了までの申立人に係る納付記録を見ると、

申立期間③の 12 か月、及び申立期間④のうち、60 年４月から同年 12 月まで

の９か月並びに申立期間⑤のうち、平成５年７月から６年３月までの９か月を

除き、未納が無いことから、このころから年金受給資格期間の確保に向け、申

立人の国民年金制度に対する関心が高まっていたものと考えられる。 

そこでまず、申立期間③について、申立人は、Ｃ市Ｄ区役所の窓口でＢ市役

所と連絡を取ってもらい、保険料をまとめて納付した記憶があると申し立てて

いるところ、申立人に係るＢ市の被保険者名簿を見ると、Ｃ市Ｄ区へ昭和 57

年９月３日に転出した旨の記載が確認でき、この時点において、申立期間③の

保険料は、時効にかからず納付が可能であった過年度保険料であることから、

Ｄ区役所が、Ｂ市役所に申立人の納付記録を照会し、未納であった申立期間③

の保険料に係る過年度納付書を発行した可能性も否定できない上、その前後の

期間は、納付済みであることなどを踏まえると、申立人が、申立期間③の保険

料を当該納付書により納付したものと考えても不自然ではない。 

次に、申立期間④について、申立人は、免除申請した記憶が無いことから、

保険料を納付していたはずであると申し立てているが、申立人に係る社会保険

庁の特殊台帳及び免除記録をみると、申立期間④は、昭和 60 年４月から同年

12 月までの期間を除き、免除期間となっており、一部の期間については具体

的な申請日及び処理年月日が記載されている上、保険料を納付していたにもか

かわらず、数年間にわたり納付記録が欠落し、それが連続して免除と記録され

ることは考え難い一方、免除期間の途中に、同年４月から同年 12 月までの未



納期間が存在するのも不自然であることから、未納とされている当該期間につ

いても、前後の期間と同様に免除されていたものとみるのが相当である。 

また、申立期間⑤について、申立人は、納付したという明確な記憶は無いと

陳述しながらも、平成５年から８年までの確定申告書（控）に国民年金保険料

の控除額が記載されているので納付していると思うと申し立てているが、申立

人に係る当時のＣ市Ｅ区の被保険者名簿を見ると、５年 10月 19日に申立人に

対し年金相談のお知らせを送付したこと、及び６年 11月 29日に申立人が来庁

し、過年度保険料について分割納付の依頼があったこと、平成６年度の免除申

請書が提出されたこと、高齢任意加入について説明を行ったことが具体的かつ

詳細に記述されている上、同年度から９年度まで、それぞれ年度ごとに免除申

請の受付番号とみられる数字が確認でき、免除期間について社会保険庁の記録

と一致していることからも、これらの記述については、信憑性
しんぴょうせい

が高いものと

考えられる。したがって、申立人は、同区の被保険者名簿に記述されているよ

うに、申立期間⑤のうち、当時、未納であった平成５年７月から６年３月まで

の保険料については、分割して過年度納付していたものとみるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和55年４月から56年３月までの期間及び平成５年７月から６年３月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ、昭和 60 年４

月から同年 12 月までの国民年金保険料については、免除されていたものと認

められる。



大阪国民年金 事案 3301 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 36年５月から 37年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 女 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 16年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 36年５月から 37年３月まで 

    国民年金の加入については、昭和 36 年ごろ、母親が国民年金制度発足に

伴い、制度説明に来た町内会の役員に勧められて手続をした。 

申立期間の保険料については、母親が、自宅に来た集金人に納付していた

と思うので、未納であるはずがない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付済みであり、当時保

険料納付を担っていたとする申立人の母及び申立人の納付意識の高さがうか

がえる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番

号は、昭和 37年４月 28日に払い出されており、この手帳記号番号払出時点に

おいて、申立期間の国民年金保険料を現年度納付することは可能である。 

さらに、申立期間は 11 か月と短期間である上、申立期間及びその直後の期

間における申立人家族の生活状況に特段の変化は認められず、納付意識の高か

った申立人の母が申立期間の保険料のみ未納のまま放置したとは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



大阪厚生年金 事案 4273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和 25 年４

月３日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 3,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年 10月１日から 25 年４月３日まで 

    私は、昭和 24年３月にＡ社に入社し、25年７月に退社するまで継続して

勤務し、その間、一貫してＢ業務に従事していた。 

社会保険庁の記録によると、Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和 24 年

10月１日から 25年４月３日までの期間が厚生年金保険に未加入とされてい

る。申立期間当時も同じ建物でＢ業務に従事しており、職場及び仕事の内容

が変わったことはない。 

申立期間について、厚生年金保険加入記録が無いことに納得できないので、

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の旧氏名（Ｃ）による厚生年金保険被保険者台帳の記録から、申立人

が、昭和 24 年３月１日から同年 10 月１日までＡ社において被保険者であっ

たこと、及び同年 10月１日に同社における被保険者資格をいったん喪失した

後、25 年４月３日に名称は異なるが、事業主が同じで、同社と事実上同一の

事業所と思われるＤ社において被保険者資格を再取得し、同年７月９日に再

び資格を喪失していることが確認できる。 

   申立人は、上記被保険者台帳において厚生年金保険に未加入とされている申

立期間中も継続してＡ社に勤務していたと申し立てているところ、社会保険庁

の記録によると、同社は、申立人の同社における被保険者資格喪失日と同一日

の昭和 24年 10月１日に認定廃止されていることが認められる。しかし、同社

については、ⅰ）社会保険事務所が保管する事業所台帳によると、25 年５月

13 日まで被保険者資格取得届を受理していること（以降は記録が残っていな

い。）、また、同事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ



ると、最後の被保険者資格取得日は同年９月 20 日、最後の被保険者資格喪失

日は 26 年５月１日であることが確認できること、ⅱ）社会保険事務所が保管

する同社に係る厚生年金保険被保険者名簿において 25 年３月１日から同年７

月１日まで被保険者であったことが確認できる同僚から、｢昭和 25年春から同

年７月までＡ社でＥ職として勤務していた。｣旨の陳述が得られたこと、ⅲ）

Ｆ会によると、Ａ社が同会を脱会したのは 26 年２月であることの事情から、

申立期間中も事業を継続していたことがうかがえる。 

   また、申立人については、ⅰ）社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年

金保険被保険者名簿によると、同社における申立人の被保険者資格喪失日は、

当初昭和 25 年１月１日とされていたが、その後、申立人と同じ日に被保険者

資格を喪失している同僚 35 人とともに、資格喪失日が同社の認定廃止日であ

る 24年 10月１日に遡及
そきゅう

して訂正されていることが認められること、ⅱ）厚生

年金保険被保険者資格喪失日が遡及訂正されている同僚のうち、その後、申立

人と同様 25 年４月３日にＤ社において被保険者資格を取得している複数の同

僚から、｢申立期間中も申立人と同じ建物内で一緒に勤務していた。｣旨の陳述

が得られたことから、申立期間中も同社に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

さらに、上記複数の同僚はいずれも申立人と同じＧ部門に属していたが、｢申

立期間中も仕事の内容及び就業場所は以前と全く変わっておらず、給与の額も

それまでと変わったという記憶は無い。｣旨の陳述が得られた。 

なお、申立人は、厚生年金保険法上の適用事業所がＡ社からＤ社に移行して

いることは知らなかった旨陳述しているところ、同社の厚生年金保険適用日は

社会保険庁にも記録が見当たらないが、最初の被保険者資格の取得日が昭和 25

年４月３日となっており、申立人及び事業主を含む 43 人が新規に被保険者資

格を取得していることから、同日が新規適用日であり、申立人は、申立期間中

はＡ社に勤務していたと考えるのが相当である。 

以上の事情及び関連資料等を総合的に判断すると、申立人について、昭和 24

年 10 月１日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由はなく、当該喪失処

理に係る記録は有効なものと認められないことから、申立人のＡ社における資

格喪失日は、25年４月３日であると認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 24

年９月の社会保険事務所の記録から、3,000円とすることが妥当である。 

 一方、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

はなくなったのは、上記のとおり昭和 24 年 10月１日であり、申立期間は適用

事業所としての記録が無いが、社会保険事務所が保管する同社に係る事業所台

帳によると、申立期間において５人以上の被保険者が常時在籍していたことが

確認できることから、同社は、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと判断される。



大阪厚生年金 事案 4274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年９月 21日から 42年 12 月 31日まで 

             ② 昭和 43年１月９日から 44年１月 11日まで 

    社会保険庁の記録によれば、Ａ社及びＢ社における厚生年金保険加入期間

について、昭和 45年４月 16日に脱退手当金を受給したことになっている。 

Ｂ社を昭和 44年１月に退職したのは出産のためで、45年４月ごろは子育

てで忙しく、年金のことは全く頭に無かったので、手続を行ったことも受給

した記憶も無い。 

脱退手当金を受給していないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間の最終事業所に係る厚生年金保険被保険

者資格の喪失日から約１年３か月後の昭和45年４月16日に支給決定されたこ

ととなっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

   また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立人が申立期間を含む４回

の被保険者期間のうち、申立期間以前の２回の被保険者期間を失念するとは考

え難い。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4275 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社における資格

喪失日に係る記録を昭和 33 年７月１日に訂正し、標準報酬月額を１万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年４月 21日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社   

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。申

立期間は、同社Ｃ支社から同社本社へ異動した時期であり、当該期間も同社

で勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社提出の退職金明細書等から判断して、申立人が申立期間もＡ社に継続し

て勤務し（昭和 33 年７月１日に同社Ｃ支社から同社本社に異動。）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 33    

年３月の社会保険事務所の記録から１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、   

事業主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届の記載に誤りがあったとしている

ことから、事業主が昭和 33 年４月 21 日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年４月から同年６月までの期間の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。



大阪厚生年金 事案 4276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額

（41 万円）であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月額の

記録を 41万円に訂正する必要がある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年７月１日から同年 10月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社。）Ｃ支社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、

前月までの 41万円から 26万円に減額されていた。給与を減額された記憶は

無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立人は、昭和 57 年７月１日に標準報酬月額

の随時改定を受け、申立期間の標準報酬月額は、前月の 41万円から 26万円に

下げられている。また、Ｄ基金提出の受給権者基礎データ照会表において、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は、26 万円と記録されており、社会保険

事務所の記録と一致している。 

しかし、Ｄ基金は、平成 15 年に老齢厚生年金の給付の代行部分の支給事務

を政府に返上（以下、「代行返上」という。）する際に、同基金では 41 万円と

記録されていた申立人の申立期間に係る標準報酬月額を、社会保険事務所の記

録である 26 万円に合わせて記録訂正を行ったとしている。社会保険事務所の

記録と厚生年金基金の記録に相違があった場合には、代行返上が認められない

ことから、記録の一致を図るべきところ、同基金は、基金の記録が正しいこと

を示す疎明資料が無かったため、代行返上するには、社会保険事務所の記録に

合わせるほかなく、やむを得ない対応であったとしている。 

また、Ｄ基金提出の代行返上前の記録である加入員台帳は、昭和 57 年７月

１日に申立人に係る標準報酬月額の随時改定を行った事蹟
じ せ き

は無く、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額は、41万円と記録されていることが確認できる。 



これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、Ｄ基金の代行返上前の記録である 41 万円とするこ

とが必要である。



大阪厚生年金 事案 4277 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 26年７月 16日から同年８月１日までの期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を同年７月

16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 33年２月７日から同年３月 24日ま

での期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を 33

年３月 24 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26年７月 16日から同年８月１日まで 

           ② 昭和 33年２月７日から同年３月 24日まで 

    私は、昭和 26年７月 16日から 57 年 10月 30日まで、Ａ社に正社員とし

て継続して勤務していた。 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会を行ったところ、

申立期間①については、Ａ社に昭和 26年７月 16日に入社したにもかかわら

ず、資格取得日が同年８月１日とされていた。 

また、申立期間②については、Ａ社Ｃ支店から同社Ｄ支店へ異動した時期

と重なる期間の記録が無いとの回答をもらった。 

Ａ社提出の在職証明書のとおり、申立期間①及び②の期間においても同社

に勤務しており、当然に保険料も控除されていたので、厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 



第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社提出の在職証明書等から、申立人は、申立期間

①を含む昭和 26 年７月 16 日から 57 年 10月 30 日まで継続して同社に勤務し

ていたことが確認できる。 

また、申立期間①について、Ａ社Ｂ支店で昭和 26年７月１日から 28年４月

１日までの期間に入社した者の資格取得日を調査したところ、申立人以外の者

はすべて入社日に資格を取得していることが確認でき、また、Ａ社は、すべて

の正社員を入社日から厚生年金保険に加入させていたとしている。 

さらに、Ａ社は、当時の厚生年金保険料は翌月控除であり、申立人の昭和

26年７月の保険料は翌月の８月 20日に支給した給与から控除したと回答して

いる。 

これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、事業

主により給与から厚生年金保険料を控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 26 年８月の社会保険事務所の記録から、7,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は、保険料を納付したと回答しているものの、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかではないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

申立期間②についても、上記資料から判断すると、申立人はＡ社に継続して

勤務し(昭和 33 年２月７日付けで同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動。)、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、申立人と同じ昭和 33年２月７日付けで、

Ａ社Ｅ支店から同社Ｄ支店に異動している同僚の厚生年金保険の加入記録を

みると、同社Ｄ支店が厚生年金保険の適用事業所となった 33年３月 24日付け

で資格の取得及び喪失手続が行われ、加入記録に空白期間は生じていないこと

から、申立人についても同社Ｄ支店が適用事業所となるまでの期間は、引き続

き同社Ｃ支店で厚生年金保険が適用されるべきであったと考えられる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における

昭和 33 年１月の社会保険事務所の記録から、１万 8,000 円とすることが妥当

である。 

なお、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ



いては、事業主は、保険料を納付したと回答しているものの、Ａ社保管の稟議書
り ん ぎ し ょ

には、申立人が昭和 33年２月７日に同社Ｄ支店Ｅ職に任命された記録があり、

また、この発令日は社会保険事務所が知り得ない日付であることから、事業主

が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年２月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 4278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成６年 12 月５日から７年１月５日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を６年 12月５日に訂正し、

同年 12月の標準報酬月額を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男  

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 18年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 43年２月 23日から同年９月 16日まで 

              ② 昭和 43年９月 16日から 44年４月 30日まで 

              ③ 平成６年 12月５日から７年１月５日まで 

    申立期間①及び②については、厚生年金保険の記録が昭和 43 年６月 26

日から同年９月 16 日までの３か月が重複しているが、同時に二つの事業所

に勤務したことはない。 

申立期間①の期間は、Ｂ社で勤務し、その後に、Ｃ社に入社したことから、

同社での資格取得日は昭和 43年９月 16日であるはずであるが、社会保険庁

の記録上の資格取得日は同年６月 26 日と、Ｂ社での在職時期と重複した日

となっている。 

そこで、申立期間①はＢ社で勤務し、Ｃ社での在職期間は、申立期間②の

期間であることを認めてほしい。 

また、Ａ社には、平成６年 12月５日から７年３月 20日まで勤務していた

が、厚生年金保険の加入期間は７年１月５日から同年３月 20 日までの２か

月となっている。私が保存している当時の給与明細書によると、在職期間中

は、毎月、給与から保険料が源泉控除されているので、申立期間③を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、申立人提出の給与明細書及びＡ社提出の給与台帳並

びに申立人に係るタイムカードにより、申立人が申立期間において同社に勤務

し、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書で確認できる厚生年



金保険料控除額及び申立人のＡ社における平成７年１月の社会保険事務所の

記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から資格の取得及び喪失事務手続の委託を受けている社会保険労務士は、事

務的過誤があった可能性を示唆しているものの、これを明らかとする関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと認められる。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

申立期間①については、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人の資格取得日は昭和 43 年２月 23 日、資格喪失日は同年９月 16 日と記録

されており、同社での雇用保険の記録（昭和 43年２月 23日に資格を取得、同

年９月 15日に離職。）と一致していることから、当時、同社は、申立期間①に

ついては、これらの記録どおりの資格の取得及び喪失届を行ったものと考える

のが相当である。 

申立期間②については、Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、資

格取得日は同年６月 26 日、資格喪失日は 44年１月 31 日と記録されており、

申立人主張のとおり、約３か月間がＢ社における被保険者期間と重複した記録

となっている。 

しかしながら、社会保険庁保管の当時の厚生年金保険記号番号払出簿をみる

と、申立人はＣ社において新たな記号番号を取得しており、同払出簿によると、

その記号番号の払出日は昭和 43 年７月 20 日で、資格取得日は昭和 43 年６月

26 日と記録されていることが確認できることから、当時、同社は、申立期間

②について、記録どおりの日付(昭和 43年６月 26日付け。)で資格取得届を提

出したと考えるのが相当である。 

そこで、申立期間①及び②に係る両社並びにこれら両社における同僚に照会

したものの、その当時、申立人が在職していたとの陳述は得られたものの、申

立人の入社日及び退社日等の勤務実態についての具体的な陳述は得られず、当

時の事情は明らかとはならなかった。 

また、社会保険庁の記録によると、申立期間②のうち、昭和 44 年１月 31

日から同年３月 21 日までの期間において申立人は、国民年金に加入し保険料

を納付していることが確認できる上、同年３月 21 日にＢ社で被保険者資格を

再取得しており、このことは雇用保険の記録とも一致している。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索をしても、申立人主張の昭和 44年４月 30日までの期間において、申立人

に該当するほかの記録は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②に係る申立人の厚生年金保険被保険者記録について訂正する

ことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における被保

険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 29 年７月１日）及び資格

取得日（昭和 30年４月１日）、資格喪失日（昭和 30年 12月１日）及び資格取

得日（昭和 31 年３月 15 日）、資格喪失日（昭和 31 年９月 25 日）及び資格取

得日（昭和 31 年 10月１日）をそれぞれ取り消し、申立期間の標準報酬月額を、

昭和 29 年７月から 30 年３月までは 4,000 円、30 年 12 月から 31 年２月まで

の期間及び同年９月は 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 29年７月１日から 30年４月１日まで 

             ② 昭和 30年 12月１日から 31年３月 15日まで 

             ③ 昭和 31年９月 25日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 29 年４月１日にＡ社に入社してから、平成９年６月末日に退

社するまで途切れることなくＢ社のグループ会社で勤務し、厚生年金保険料

も給与から毎月控除されていたのに、申立期間が空白期間とされているのは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 29 年４月１日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年７月１日に資格を喪失後、30 年

４月１日に資格を再取得しており、また、同年 12 月１日に資格を再喪失後、

31年３月 15日に資格を再取得し、さらに、同年９月 25日に資格を再喪失後、

同年 10 月１日に資格を再取得しており、申立期間①、②及び③の被保険者記

録が無い。 

しかし、申立人が当時の同僚であったと申し立てている複数の同僚から、申



立人は当該申立期間もＡ社で勤務していたとの証言が得られたこと、及びＢ社

発行の在職証明書並びに退職手当金支給明細表などから判断すると、申立人は

申立期間①、②及び③を含め継続して勤務していたことが認められる。 

   また、申立人と同時期にＡ社に入社し、正社員として同質の業務に従事して

いた同僚からは、「私と申立人は同時期に正社員として入社し、同じ職種（Ｃ

職及びＤ職。）に従事していた。申立人は、入社後ずっと同社で退職まで継続

して勤務していた。なぜ申立人の記録が欠落しているのか不思議である。何ら

かの過誤があったとしか考えられない。」との陳述が得られたほか、申立人と

ほぼ同年齢で１年後に同社に入社し、同質の業務に従事していたほかの同僚か

らも、「申立人は、申立期間①、②及び③の期間を含め、途中で退職すること

なく、ずっと継続して勤務していた。私の記録はずっと続いているのに、申立

人の記録だけが欠落している理由が見当たらない。記録が欠落しているのは、

事務過誤以外には考えられない。」との陳述が得られた。 

   さらに、Ｂ社からは、「当時、社会保険の取得及び喪失手続は事業所単位で

行っており、現在は資料も無いため証明することは困難であるが、申立人は昭

和 29 年４月１日に入社以降、途中で退職等しておらず、会社としては、申立

人の申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を給与から控除していたと考

えられる。」との回答があった。 

   これらを含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①、②及び③に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における申立期

間前後の社会保険事務所の記録から 4,000円とし、申立期間②及び③の標準報

酬月額については、申立人の同社における申立期間前後の社会保険事務所の記

録から 8,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は履行したとしているものの、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失

届及び取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記

録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格

の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 29年７月から 30年３月までの期間、同年 12月から 31年２月までの

期間及び同年９月の保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 4280 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 12年 10月か

ら 13 年５月までの期間については 41 万円、同年６月については 36 万円、同

年７月については 38 万円、同年８月及び同年９月については 41 万円、同年

10 月及び同年 11 月については 38 万円、同年 12 月については 41 万円、14 年

１月については 30 万円、同年２月については 32 万円、同年３月については

41 万円、同年４月については 34 万円、同年５月及び同年６月については 41

万円、同年７月については34万円、同年８月及び同年９月については41万円、

同年 10 月については 34 万円、同年 11 月及び同年 12 月については 38 万円、

15 年１月については 32 万円、同年２月については 34 万円、同年３月につい

ては 41 万円、同年４月については 36 万円、同年５月については 41 万円、同

年６月及び同年７月については 38万円に訂正する必要がある。 

   なお、事業主は、平成 12 年 10 月から 15 年７月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年 10月１日から 15 年８月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社での平成 12 年 10 月から 15 年７月に係る標

準報酬月額が 20万円となっているが、当時の給与明細書では 41万円の等級

の保険料が源泉徴収されている。標準報酬月額の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出のＡ社における給与明細書から、申立人は、申立期間において、

その主張する標準報酬月額（41万円）に見合う厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められるが、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬



月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認で

きる報酬月額又は保険料控除額から、平成 12 年 10 月から 13 年５月までの期

間については 41 万円、同年６月については 36 万円、同年７月については 38

万円、同年８月及び同年９月については 41 万円、同年 10 月及び同年 11 月に

ついては 38万円、同年 12月については 41万円、14年１月については 30万円、

同年２月については 32万円、同年３月については 41万円、同年４月について

は 34万円、同年５月及び同年６月については 41万円、同年７月については 34

万円、同年８月及び同年９月については 41 万円、同年 10 月については 34 万

円、同年 11月及び同年 12月については 38万円、15年１月については 32万円、

同年２月については 34万円、同年３月については 41万円、同年４月について

は 36万円、同年５月については 41万円、同年６月及び同年７月については 38

万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給与

明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額

と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が平成 12 年 10 月から 15 年

７月までの申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給

与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。



大阪厚生年金 事案 4281 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 25年９月 19日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 6,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年９月 19日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回

答をもらった。同社には、昭和 23 年 10 月に入社して、46 年８月に退職す

るまで継続して勤務した。申立期間は、同社Ｃ支店から同社Ｂ支店へ異動

した時期である。 

申立期間についても厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の職歴証明書、雇用保険の記録及び同僚の陳述から判断すると、申立人

が申立期間も同社に継続して勤務し（昭和 25年９月 19日にＡ社Ｃ支店から同

社Ｂ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 25年 10月の社会保険事務所の記録から、6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格取得日届の記載に誤りがあったことを認めて

おり、事業主が昭和 25年 10月１日を資格取得日として届け、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



大阪厚生年金 事案 4282 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 53年 10月 11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月 11から同年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無い旨の回答を得た。 

Ａ社には、昭和 31 年から平成９年まで継続して勤務した。申立期間は、

同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動した時期である。 

申立期間についても、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社発行の入社 25 年表彰状、雇用保険の記録及び同社人事部から提出され

た職歴証明書から判断すると、申立人が申立期間も同社に継続して勤務し（昭

和 53 年 10月 11 日にＡ社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動。）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 53年 11月の社会保険事務所の記録から、32万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は納付したと主張するが、これを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



大阪厚生年金 事案 4283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日を昭和

49 年１月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19 万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 11年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 49年１月 26日から同年２月１日まで 

    私は、昭和 37年４月２日にＡ社に入社し、平成４年８月 31日で同社を退

職するまで継続してフル勤務していた。しかし、社会保険庁の記録では、申

立期間について厚生年金保険の加入記録が無く、納得がいかない。49 年１

月 26 日付けで同社本店から同社Ｂ支店に転勤した際、同社又は社会保険庁

のどちらかが、資格喪失日もしくは資格取得日を記誤りしたと考えられるの

で、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社から提出された職歴証明書から判断すると、申立人

がＡ社に継続して勤務し（昭和 49年１月 26 日に同社本店から同社Ｂ支店に異

動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭

和 49年２月の社会保険事務所の記録から 19 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間の保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は履行したとしているが、それを確認できる関連資料及び周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4284 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月１日から 46年２月 22日まで 

    私は、厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提

出したところ、Ａ社に勤務していたとする昭和 42年７月１日から 46年２月

22日までの 43か月については、脱退手当金を受けているため年金額の計算

に算入されない旨の回答を得た。 

私は、昭和 40年１月 15日から 46年２月 22 日まではＤ店でＡ社の社員と

して継続して勤務しており、42 年７月にＢ社に社名変更されたことは知ら

なかった。 

私は、脱退手当金の請求を行った記憶は無く、また、このように一部期間

のみを請求することはあり得ない。 

脱退手当金は受け取っていないことを確信しているので、調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた期間について脱退手当金の受給申請手続をし

た記憶が無いことから、脱退手当金は受給していないとしている。 

そこで、社会保険庁の記録をみると、申立人はＡ社を退職した昭和 46 年２

月から３か月後の同年５月にＣ社に再就職し、厚生年金保険被保険者資格を再

取得していることを踏まえると、Ａ社退職時に脱退手当金を請求する意思を有

していたとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間よりも前の２回の被

保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、

これらを失念するとは考え難い上、２回の未請求期間と申立期間である被保険

者期間が同一の被保険者番号で管理されているにもかかわらず、申立期間のみ

が支給されることは事務処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4285 

 

第１ 委員会の結論 

社会保険事務所のＡ社に係る被保険者記録では、申立人は、申立期間の平成

16年３月 31日から同年４月１日までの期間は、被保険者となっているものの、

厚生年金保険法第 75 条の規定により、申立期間については、年金額の計算の

基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日を平成 16 年４

月1日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を34万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年３月 31日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答を受けた。同社

には平成 16年３月 31日まで勤務しており、同社は資格喪失日を誤って届け

出たと認めているので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与明細書及び勤務時間表並びに雇用保険の記録

から、申立人は申立期間もＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額から、

34万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 20 年７月１日に、事業

主が 16 年当時に事務手続を誤ったとして、訂正の届出を行ったものであるこ

とから、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金  事案 4286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間のうち、昭和 38 年３月１日から同年６月１日までの期

間に係る資格喪失日は同年６月１日であると認められることから、申立人のＢ

社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

なお、昭和 38 年３月から同年５月までの標準報酬月額については、３万

6,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 12月 14日から 37年１月９日まで 

         ② 昭和 38年３月１日から同年６月１日まで  

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、経営

者が同じであったＡ社及びＢ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び

②の加入記録が無いとの回答があった。 

申立期間①はＡ社に、申立期間②はＢ社に、それぞれ勤務していたのは間

違い無いので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間もＢ社

に継続して勤務していたことが推認できる。 

また、社会保険事務所のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、昭和 38年３月１日に資格を喪失した者は申立人を含めて 30人おり、い

ずれも健康保険証が同年９月 27日に返納されたことが記載されている。 

さらに、当該被保険者名簿において、上記 30 人のうち申立人を含めた 29

人については、昭和 38年３月１日の資格喪失日以降の同年 10月の標準報酬月

額の定時決定の記録があることから、申立人の資格の喪失に係る手続がさかの

ぼって行われたものと判断されるが、社会保険事務所においてこのようにさか

のぼって資格の喪失を行う合理的理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 38 年３月１日に資格



を喪失した旨の処理に係る記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪

失日は、上記同僚の陳述及び勤務状況等に係る申立人の申立内容から判断する

と、同年６月１日であると認められる。 

また、昭和 38 年３月から同年５月までの標準報酬月額については、上記被

保険者名簿における定時決定の記録から、３万 6,000円とすることが妥当であ

る。 

一方、申立期間①についても、同僚の陳述から判断して、申立人が申立期間

もＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は昭和 36 年 12月 14 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、一方、同社の後継事業所であるＢ社

が適用事業所となったのは 37 年１月９日であることから、申立期間①は両社

とも適用事業所ではない。 

また、Ａ社及びＢ社の被保険者名簿を見ると、申立人同様に昭和 36 年 12

月 14 日にＡ社で資格を喪失した 40 人の従業員のうち、申立人を含む 28 人が

Ｂ社において、同社の新規適用日である 37 年１月９日に資格を取得している

が、そのうちの１人で当時の事業主の子であった同僚は、「当時は会社の業績

が悪かったので、厚生年金保険料を社会保険事務所に納付していなかった可能

性があるが、その場合、従業員の給与から保険料を控除することはしていなか

ったと思う。」と陳述している。 

   さらに、Ａ社及びＢ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、申立期間

当時の事業主は死亡していることから、申立人の申立期間①における保険料控

除等を確認することはできない。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を給与から控除されて 

いたことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における資格取得日は昭和 20年２月１日、

資格喪失日は同年８月 29 日であると認められることから、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日を当該日とすることが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月から 20年８月まで 

私は、昭和 19年 10月から 20年８月まで、Ｃ市Ｄ区のＡ社でＥ業務に従

事し、厚生年金保険に加入していた。しかし、社会保険事務所には、同社で

の加入記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶している同僚の陳述から判断して、申立人がＡ社に勤務してい

たことが推認できる。 

また、Ｂ社が保管する労働者年金保険被保険者資格取得届において、申立人

の資格取得年月日は、昭和 20年２月１日と記載されていることが確認できる。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、名簿に登載されている被保険者 690 人中 301人が、昭和 20年８月 29

日に資格を喪失していること、申立人及び前述の同僚が同年６月の空襲で工場

が焼失したと陳述していること及び当該同僚も同年８月 29 日に資格を喪失し

ていることから、申立人の資格喪失日も同日であったと推認される。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人について、昭和 20 年２月

１日に被保険者資格を取得し、同年８月 29 日に被保険者資格を喪失した旨の

届出を、社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、事業主が保管する昭和 20 年２

月の資格取得届の控えの記録から、40円とすることが妥当である。 



一方、申立期間のうち、昭和 19 年 10 月から 20 年１月までの期間について

は、申立人が記憶している同僚の陳述から判断して、時期は特定できないもの

の、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できるが、Ｂ社が保管する上記資

格取得届において、申立人の資格取得年月日は、昭和 20 年２月１日と記載さ

れていることから、当該期間については、厚生年金保険加入手続が行われてい

なかったものと推認できる。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4288 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）における資格

喪失日に係る記録を昭和 30 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額は

１万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年５月 13日から同年８月１日まで 

社会保険事務所に夫の加入状況について照会したところ、Ａ社に勤務した

期間のうち、申立期間についての記録が無いとの回答をもらった。 

私の夫は、昭和 28 年９月から平成２年９月まで、Ａ社に勤務しており、

申立期間は、Ｃ支店立ち上げのために、本店からＣ支店へ転勤した時期であ

る。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

        (注)申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の人事記録及び退職金計算の稟議書
りんぎしょ

の記録並びに社会保険事務所の記

録から判断すると、申立人が申立期間もＡ社に継続して勤務し（昭和 30 年５

月 13 日にＡ社本店から同社Ｃ支店に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。    

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｃ支店が厚生年金保険の適用事業所

となったのは、昭和 30 年８月１日であることから、同社Ｃ支店が適用事業所

となるまでの期間は、引き続き同社本店で厚生年金保険が適用されるべきであ

ったと考えられる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和

30年４月の社会保険事務所の記録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、資料が無く不明であるとしており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金  事案 4289 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ組合における資格取得日に係る記録

を昭和 39 年４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年７月１日に訂正し、申

立期間の標準報酬月額を２万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る昭和 39 年４月の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、事業主は、申立人に係る昭和 39 年６月の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の趣旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 39年４月１日から同年５月１日まで 

 ② 昭和 39年６月 30日から同年７月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会をしたところ、Ａ

組合で勤務した期間のうち、申立期間①及び②の記録が無い旨の回答を受け

た。 

    しかし、当該組合には、昭和 39年４月１日から同年６月 30日まで勤務し

ていた。在籍証明書及び人事記録の写しを提出するので、申立期間について、

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ組合の人事記録及び総務担当者の陳述から判断すると、申立人が申立期間

①及び②においても同組合に継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立期間①及び②については、人事記録により、在籍が確認できるが、

総務担当者は、「在籍していた期間については、厚生年金保険料を給与から控

除していた。」と陳述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間①及び②において厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 



また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、申立人のＡ組合におけ

る昭和 39 年５月の社会保険事務所の記録から２万 6,000 円とすることが妥当

である。 

なお、申立期間①について、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納

付義務の履行については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、行ったとは認められない。 

なお、申立期間②について、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納

付義務の履行については、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明

としているが、事業主が申立人の資格喪失日を昭和 39 年７月１日と届け出た

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録するこ

とは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間②の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



大阪厚生年金 事案 4290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は、昭和23年12月１日であること、また、

資格喪失日は 25 年７月１日であると認められることから、当該期間に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年 12 月から 24 年４月

までは 600 円、同年５月から 25 年６月までは 2,500 円とすることが妥当であ

る。 

    

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23年 12月１日から 25年７月１日まで 

私は、申立期間においてＢ市のＡ社に正社員として勤務し、Ｃ業務に従

事していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に記録のある同僚の陳述及び申立期間当時の同僚と一緒に写した写真から、申

立人が申立期間において同社に勤務していたことが推認できる。 

また、上記同僚は、「申立人は私より１年ほど遅れて同社に入社し、Ｃ業務

の重要な仕事をしていたので、厚生年金保険の加入記録が無いのはおかしい。」

と陳述している。 

一方、社会保険事務所が保管する上記名簿は、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所となった昭和22年11月１日に同日付けで資格を取得した６人の記載があ

るのみで、その後の資格の取得及び喪失並びに標準報酬月額の改定の記録が無

いほか、適用事業所でなくなった日も確認できない。 

さらに、社会保険庁のＡ社に係るオンライン記録において、上記同僚のうち、

資格喪失日が確認できる２人については、当該資格喪失日に係る記録に対応す

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿が社会保険事務所において保存されて



いない上、ほかの同僚は、「当該事業所では臨時職員及びアルバイトはおらず、

すべて正社員であった。適用事業所となった後にも少なくとも 10 人以上の入

退社があった。」として、これらの者の具体的な名前を挙げているが、当該事

業所におけるこれらの者に対する社会保険庁の記録が無い。 

このことについて、Ｄ社会保険事務局は、「当該事業所に関して、新規適用

当時の健康保険厚生年金保険被保険者名簿しか残されていない理由は不明。」

と回答している。 

これらのことから、申立内容及び上記同僚の陳述内容は具体性があり

信憑性
しんぴょうせい

が高い一方、社会保険事務所が保管している当該事業所に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿は書換え前のもので、書換え後のものが消失して

いると考えるのが相当であり、社会保険事務所の記録管理に不備があったと認

められる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、事業主は、申立人が昭和 23 年 12月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得し、25年７月１日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行った

ことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、同僚の記録から、昭和 23 年 12

月１日から 24 年４月 30 日までは 600 円、同年５月１日から 25 年７月１日ま

では 2,500円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 4291 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 29 年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年８月１日から同年９月２日まで 

    私は、昭和 20年７月 29日にＡ社に入社し、平成 18年 12月に退職するま

で、継続して勤務していた。しかし、昭和 29 年８月１日から同年９月２日

の期間が厚生年金保険の未加入期間とされており、納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の労働者名簿及び雇用保険の被保険者記録並びに同僚の陳述等から判

断すると、申立人が申立期間も同社に継続して勤務し（昭和 29 年８月１日に

同社Ｂ支店から同社本社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 29

年９月の社会保険事務所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付したかは不明と回答して

おり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立期間に係る申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4292 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所（名称変更後は、Ａ社Ｂ

支店。）における資格喪失日に係る記録を昭和 37年２月７日に、Ａ社（本社）

における資格取得日に係る記録を同日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年３月 31日から同年５月１日まで            

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答をもらっ

た。同社には昭和 36 年４月１日に入社し、申立期間も含め継続して勤務し

ていたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社の職員名簿及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人が申立期間

も同社に継続して勤務し（昭和 37 年２月７日にＡ社Ｂ営業所から同社本社に

異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社(本社）における

昭和 37 年５月の社会保険事務所の記録から１万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 

 なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4293 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 44年３月 31日に厚生年金保険被保険者資格を取得

した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められることから、申立人の

厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、３万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年３月 31日から同年４月１日まで 

私は、昭和 44年３月 31日にＡ社に入社した。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の取

得日は昭和 44 年４月１日となっている。私が所持している厚生年金保険被

保険者証には、「初めて資格を取得した年月日」は、同年３月 31日と記載さ

れているので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、

申立人の資格取得日は昭和 44 年４月１日と記録されているところ、管轄社会

保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿を見ると、申

立人の被保険者資格取得日は同年３月 31日と記録されている。 

また、申立人が所持するＡ社での厚生年金保険被保険者台帳記号番号に係る

厚生年金保険被保険者証に記載された資格取得日は、当該払出簿の記録どおり

の昭和 44年３月 31日となっている。 

さらに、当該払出簿を見ると、Ａ社での被保険者資格取得日が昭和 44 年３

月 31 日となっている同僚が 47 人確認できるところ、これら 47 人全員につい

て、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿及び社会保険庁のオンライン記録に

おける被保険者資格取得日は同年３月 31日となっていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において事務的過誤があった

ことは明らかであり、申立人が主張する昭和 44年３月 31日に被保険者資格を

申立人が取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所のＡ社における

厚生年金保険被保険者名簿の記録から３万 6,000円とすることが妥当である。



大阪厚生年金 事案 4294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 36 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和元年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年７月 24日から同年９月１日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた昭和 36 年７月から同年８月ごろにかけて、同

社の事務室内において、系列会社であるＢ社の設立準備業務に従事した後、

Ａ社からＢ社に転籍し、40年 11 月 20日まで同社に勤務した。 

社会保険庁の記録では、昭和 36年７月 24日から同年９月１日までが厚生

年金保険の未加入期間となっているが、Ａ社から同社系列会社のＢ社に転籍

しただけであり、同社の設立準備期間中の給与は、Ａ社から受け取り、厚生

年金保険料を控除されていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＡ社及びＢ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿で名前が確認できる複数の同僚及びＡ社の労務管理担当役員の証言等か

ら判断すると、申立人が、申立期間を含めて継続して両社に勤務し（昭和 36

年７月 24 日にＡ社からＢ社に異動。）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、昭和 36 年９月１日であることから、同社が適用事業所となるまでの

期間は、引き続き給与が支払われていたＡ社で厚生年金保険が適用されるべき

であったと考えられる。 



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 36

年６月の社会保険事務所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4295 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 12月１日から 41 年 12月 26日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社で勤務していた期間の脱退手当金が支給済み

となっている。 

しかし、私は、脱退手当金の制度のことは知らなかったし、請求手続をし

ておらず、受給していないので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は、Ａ社での厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約７か月後の昭和 42年７月 21日に支給決定されて

いるが、申立人と同一時期（おおむね２年以内）に同社での被保険者資格を喪

失し、脱退手当金を受給している２人の支給決定日も、被保険者資格喪失日の

約７か月から８か月後であることを踏まえると、事業主が申立人の委任に基づ

き代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去すべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間前の５回の被保険者期

間については計算の基礎とされず、未請求となっており、申立人が申立期間を

含む６回の被保険者期間のうち、申立期間前の５回の被保険者期間をすべて失

念するとは考え難い。 

さらに、脱退手当金が支給されたとする額は法定支給額と 180円相違してお

り、その原因は不明である。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



大阪厚生年金 事案 4296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

24年６月 15日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 3,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 24年６月 15日から同年７月１日まで 

    社会保険庁の記録をみると、Ｂ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。当時、勤務していた会社の名前が変更された記憶がある

が、同じ会社で継続して勤務していたのに記録に空白期間があるのはおかし

い。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人が同一事業所に継続し

て勤務し（昭和 24年６月 15日にＢ社からＡ社に異動。）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 24

年７月の社会保険事務所の記録から、3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、申立人の雇用保険の記録におけるＡ社の資格取得日が

社会保険事務所の記録における資格取得日と同日となっており、公共職業安定

所及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格取得日と記録したとは考え難

いことから、事業主が昭和 24年７月１日を資格取得日として届け、その結果、

社会保険事務所は申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



大阪国民年金 事案 3302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年６月から同年９月までの国民年金保険料並びに平成 14

年 10 月から同年 12 月までの期間及び 16 年８月の付加保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年６月から同年９月まで 

             ② 平成 14年 10月から同年 12月まで 

             ③ 平成 16年８月 

    私は、昭和 47 年６月に退職後、Ａ市役所で国民健康保険と国民年金に同

時に加入した。 

加入後、私の国民年金保険料は、妻に納付を任せており、申立期間①を含

めて夫婦二人分の保険料を一緒に納付してくれていた。 

それなのに、申立期間①の保険料が未納と記録されており納得できない。 

    また、平成 14 年 10 月から同年 12 月までの期間（申立期間②）及び 16

年８月（申立期間③）について、それぞれ同時に納付したほかの月の付加保

険料は納付済みとなっているのに、申立期間②及び③の付加保険料のみが未

納と記録されており納得できない。 

 

第３ 委員会判断の理由 

 申立期間①について、申立人は、昭和 47 年６月にＡ市役所において国民健

康保険と同時に国民年金に加入し、申立期間①を含む申立人の国民年金保険料

を申立人の妻が納付していたと申し立てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年５月にＡ市で交付さ

れたことが申立人に係る同市の国民年金被保険者名簿で確認でき、申立人の陳

述と符合しない。 

また、申立人に係る、上述のＡ市の被保険者名簿及び特殊台帳を見ると、申

立人は、昭和 50年５月に申立期間①直後の 47年 10月から同年 12月までの期

間の保険料を特例納付により、48年１月から 50年３月までの期間の保険料を



過年度納付により、それぞれ納付していることが確認できるところ、申立期間

①の保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻は、申立期間①を含む 49

年 12月までの保険料は未納である。 

さらに、申立人は申立期間①の保険料納付に直接関与しておらず、保険料納

付を担っていたとする妻もこれらの特例納付及び過年度納付についての記憶

は定かでなく、当時の納付状況等の詳細は不明である。 

加えて、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間に係る国民

年金手帳記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

次に、申立期間②及び③の付加保険料について、申立人は、それぞれ同時に

納付したほかの月と同様に付加保険料を納付していたと申し立てている。 

しかし、申立期間③について、社会保険事務局に保管されている申立期間③

に係る申立人の領収済通知書（平成 16年 10 月 25日領収。）を見ると、申立期

間③の付加保険料の納付期限後の平成 16 年 10 月 20 日に発行され、納付金額

も定額保険料の金額（１万 3,300円）と記載されていることが確認できる。一

方、同日に納付された申立期間③直後の同年９月、同年 10月及び同年 11月の

領収済通知書の発行日は、申立期間③の領収済通知書と同一日であるものの、

納付期限前の発行のため納付金額は付加保険料を含めた金額（１万 3,700円）

と記載されていることが確認できる。 

また、申立期間②についても、当時、既に領収済通知書の被保険者情報及び

納付金額などについては、光学式文字読取機による処理が行われており、定額

保険料については納付済みとされていることから、申立期間③と同様に、納付

期限が経過したことにより、定額保険料のみの納付書が発行され、申立人も、

これに従い、保険料を納付したと考えるのが自然である。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間①の国民年金

保険料を、申立期間②及び③の付加保険料を納付していたものと認めることは

できない。



大阪国民年金 事案 3303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年６月から 44年３月までの期間及び 45年４月から 49年２

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年６月から 44年３月まで 

② 昭和 45年４月から 49年２月まで 

私は、Ａ社会保険事務所から「あなたは今のままでは老齢年金を受けられ

ません。」と題する通知書を受け取り、そこに記載された過去の未納であっ

た 13 万 8,200 円の国民年金保険料をまとめてさかのぼって社会保険事務所

で納付した。その時、受け取った通知は今も所持している。 

保険料を納付した時、社会保険事務所の担当職員から、「これで保険料は、

すべて完納になりました。」と言われた。 

私は、この納付により過去の未納であった保険料をすべて納付したと思っ

ていたにもかかわらず、申立期間①及び②の保険料が未納と記録されており

納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、第３回特例納付時に社会保険事務所において、同所から受領した

通知書に記載されていた申立期間①及び②を含めた過去の未納期間のすべて

の保険料を特例納付したと申し立てている。 

しかし、申立人に係る特殊台帳を見ると、申立人は、第３回特例納付期間中

の昭和 55年２月に、36年８月から 39年５月までの保険料を特例納付により、

51 年２月及び同年３月の保険料を過年度納付により、それぞれ納付している

ことが確認でき、この納付期間は申立人が所持する通知書の「今回納めねばな

らない期間・金額」という欄に記載している期間及び保険料額と一致している。 

また、申立人が所持する当該通知書は、第３回特例納付期間当時に社会保険

事務所から、老齢年金の受給資格を満たしていない被保険者に対して特例納付



の勧奨のために送られたものであり、当時、申立人は、それ以降の保険料を

60 歳に到達するまですべて納付しても受給資格を得るのに必要な 300 か月の

納付期間に 36 か月の納付が不足しており、最低限その期間の保険料を納付す

ることが必要であることが記載されており、申立期間①及び②の期間の保険料

については記載されていない。 

さらに、申立人は、この通知書に記載されている保険料を納付したとしてい

るところ、それ以外に保険料を特例納付した記憶は無いとしている。 

加えて、申立人が、申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関

連資料は無く、ほかに申立期間①及び②について申立人の保険料が納付されて

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間①及び②の国

民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3304 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 36年７月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

生 年 月 日       ： 昭和 16年生 

        住    所 ：  

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間       ： 昭和 36年７月から 40年３月まで 

        私は、20 歳になったころ、ラジオ及び新聞で国民年金制度のことを知り

Ａ市役所で国民年金加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料納付は、私

又は当時同居していた母が、同市役所から定期的に送られてくる納付書に現

金を添えて同市役所で納付した。 

これまで、保険料を完納してきたと信じていたので、申立期間について、

保険料が納付されていないと記録されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になったころに国民年金に加入し、申立期間の国民年金保

険料は、申立人又はその母がＡ市役所で納付書を使用して納付していたと申立

てている。 

しかし、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 41 年１月ごろに払い出さ

れており、この手帳記号番号を使用して申立期間の保険料は現年度納付するこ

とができず、一部の期間は、制度上、時効により納付することができない。 

また、Ａ市では申立期間当時、納付書による現年度保険料の収納は行ってい

なかったとしており、申立人の陳述と符合しない。 

さらに、申立人に係る複数の氏名別読みによる検索及び申立期間当時に申立

人が居住していた住所地を管轄する社会保険事務所が保管する国民年金手帳

記号番号払出簿の内容の調査、確認をしたが、申立人に対して別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人又はその母が、申立期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料は無く、申立期間の保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が、申立期間の国民年金

保険料を納付したものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3305 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 40年３月まで     

私は、Ａ市役所に夫婦で行った昭和 37 年４月に、国民年金の加入手続を

行った。その際は、夫が書類を記載した。その後は、自宅に集金人が、３か

月に一度来ていたので、当時家計を担当していた義母が、家族の分の保険料

を一緒に納付しており、同席した記憶もある。私の額は、月額 100円ぐらい

の金額であったと思う。時期は定かではないが、結婚後に夫から、私の国民

年金保険料を義母が支払っていると聞いたこともある。私の国民年金手帳記

号番号は、申立期間よりずいぶん後の 47 年に、義理の弟の嫁と連番で払い

出されているそうだが、私は 37 年に手続をしており、義理の弟の嫁と一緒

に手続をしに行った覚えがない。申立期間が未納とされているのはどうして

も納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 37 年４月に、国民年金加入手続を行い、以後同居していた

家族の保険料と一緒に義母が集金人に保険料納付していたと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金加入時期をみると、昭和 42年７月 26日であるこ

とが同手帳記号番号払出簿から確認でき、申立内容と符合しない。また、手帳

記号番号払出時点において、申立期間の保険料は時効により制度上納付するこ

とができない。 

また、申立期間に続く昭和 40 年４月から 42年３月までの期間の保険料は、

過年度納付していることが確認でき、37 年４月から集金人に保険料納付して

いたとする陳述とは符合しない。 

さらに、Ａ市役所の国民年金被保険者名簿及び社会保険庁の特殊台帳の記録



をみても、不自然な記載はなく、申立期間は未納の記録となっており、昭和

37 年から申立人が国民年金に関する手続及び保険料の納付をした形跡は見当

たらなかった。 

加えて、申立人は、義母が集金人に国民年金保険料を納付した際に同席した

記憶があるものの、申立期間の保険料納付の全般は義母に任せており、その義

母から直接申立人の保険料納付に関する話を聞いたことがなく、義母も既に死

亡しているため、保険料を納付したことをうかがわせる事情を酌み取ることは

できなかった。 

そのほか、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読

み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で

国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立

人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情は見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3306 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40年２月から 46年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年２月から 46年３月まで 

私は、昭和 40年２月に会社を退職した際、厚生年金保険手帳を手渡され、

市役所に行って手続するように説明された。どんな手続か尋ねたところ、そ

の手帳を持って行けば分かると言われＡ市の支所に行った。自宅とそのころ

自営していた店は近くて、どちらもＡ市にあったが、集金人は店に集金に来

ていた。その後、結婚を契機にＡ市からＢ市に転出したが、転出してからの

納付の記録しかなく、Ａ市で納付した申立期間が未納とされているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年２月に会社を退職した際に、厚生年金保険の被保険者

証をＡ市役所に持参して国民年金の加入手続をし、その後自営する同市内の店

舗で集金人に保険料を納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の資格記録をみると、国民年金手帳記号番号は昭和 46年 11

月に払い出されていることが、同手帳記号番号払出簿から確認できる。この払

出し時点では、申立期間のうち、40 年２月から 43 年 12 月までの期間の保険

料は時効の成立により、制度上、納付できない。 

 また、昭和 44年１月から 46年３月までの期間の保険料は過年度納付が必要

であるが、市では集金人による過年度納付を取り扱っておらず、保険料を集金

人に納付したとする陳述とは符合しない。 

さらに、申立人の昭和 31年４月から 40年１月までの厚生年金保険資格記録

は、平成 13 年３月に記録が統合されたものであり、この時点まで、社会保険

庁では、申立人がこの期間に厚生年金保険に加入していたことを把握しておら

ず、申立人が昭和 40 年２月に会社を退職したころ厚生年金保険手帳を持って



行き、手続をしたとする陳述とは符合しない。 

加えて、申立人は、昭和 45年 12月にＡ市からＢ市に転居しており、申立期

間のうち、転居後の同年 12月から 46年３月までの期間はＢ市で納付する必要

があるが、仮にＡ市から継続して納付していたのであれば、転居した約 1年後

の同年 11 月にＢ市で手帳記号番号の払出しがなされているのは不自然である。 

このほか、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読

み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で

国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立

人に対してＡ市で別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年５月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年５月から 55年３月まで 

    将来のため、国民年金をかけておかなければならないと思い、覚えやすい

日付から国民年金に加入した。加入手続についてはっきりとは覚えていない

が、年金手帳は手続時に交付されたのではなく、後日、同時に加入手続をし

た夫と私の分を一緒に送付されてきた。昭和 54 年５月から夫と二人分の保

険料を納付しており、申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年５月に国民年金に加入し、以後、第３号被保険者とな

った平成６年７月の前月まで、継続して夫婦二人分の国民年金保険料を納付し

ていたと申し立てている。 

そこで、申立人の夫の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、申立人の

夫は昭和 53年 12月１日に手帳記号番号の払出しを受けている。一方、申立人

の手帳記号番号が払い出されているのは 55 年６月３日であることが手帳記号

番号払出簿より確認でき、また、前後の任意加入者の国民年金加入手続日から

申立人の国民年金加入手続日は同年４月 23 日であると推定できることから、

申立人とその夫とは加入手続日が異なることが分かり、同時に加入手続をした

とする陳述と符合しない。 

また、手続時点において申立期間の保険料は現年度納付が可能であるものの、

その場合は昭和54年５月から55年３月までの保険料をさかのぼって納付しな

ければならないが、申立人にはさかのぼって納付した記憶がなく、申立期間の

保険料を毎月、銀行で納付していたと陳述しており、符合しない。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性について、旧姓を含め、別の

読み方による氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所



で手帳記号番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立人に対

して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

加えて、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61年４月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から 63年３月まで 

    昭和 63 年に結婚を契機に国民年金に加入した。加入時にＡ社会保険事務

所に調べてもらったところ、厚生年金保険加入期間が 130か月で、加入後ず

っと国民年金保険料を納付したとしても 25 年の年金受給資格期間を満たす

には２年足りず、このままでは 60 歳から年金がもらえないとアドバイスさ

れたので、２年分の保険料をさかのぼって一括納付した。実際に納付した妻

は、一括納付した金額は 17 万円から 18 万円ぐらいだったと記憶している。

申立期間の保険料が納付済みであると認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 63 年に結婚を契機に国民年金に加入し、加入時に２年分の

保険料をさかのぼって一括して納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金の加入状況をみると、申立人の国民年金手帳記号

番号が払い出されているのは、前後の番号の者の納付記録及び第３号被保険者

手続日より平成２年７月ごろであると推定でき、手続時点において申立期間の

保険料は時効が成立しており、制度上納付できない。 

また、申立人の保険料は、昭和 63 年４月以降の保険料が納付済みの記録と

なっているが、加入手続日が平成２年７月ごろと推定されることから、昭和

63 年４月から平成２年３月までの保険料は、加入手続時に過年度納付された

ものと考えられる。当該期間の保険料を一括納付した場合、保険料額は 18 万

8,400円となり、申立人の妻が記憶している一括納付の金額ともおおむね一致

することから、この際の過年度納付を申立期間の保険料納付と錯誤しているこ

とも否定できない。 

さらに、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、別の読み



方による氏名検索を行ったが、その形跡は見当たらず、申立人に対して別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情等も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年７月から 53年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年７月から 53年 12 月まで 

    私の保険料は、結婚してからは妻が納付していた。納付してくれていた同

時期の妻の保険料は納付済みになっており、自分だけが未納とされている

のは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45 年６月に結婚し、申立期間の国民年金保険料を申立人の

妻が納付していたと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、昭和 40 年５

月に手帳記号番号がＡ市で払い出されていることが、Ｂ社会保険事務所の手帳

記号番号払出簿から確認できる。また、56 年６月に別の手帳記号番号がＣ市

で払い出されていることがＥ社会保険事務所の手帳記号番号払出簿から確認

できる。 

最初にＡ市で払い出された手帳記号番号について、同市の被保険者名簿を見

ると、昭和46年４月から同年６月までの保険料を同年６月26日に納付した後、

申立期間は未納となっており、同年７月５日に転出した旨の記載が確認できる

ことから、Ａ市では申立期間の保険料は納付できなかったと考えられる。 

また、申立人は、昭和 46 年７月５日の時点では、Ｄ市に居住しており、Ａ

市からＤ市への国民年金の移管が行われたと考えられるところ、申立人のＤ市

の被保険者名簿の納付記録には、Ａ市での納付状況しか記載されていない。 

さらに、申立人は、昭和 46 年 11 月にＤ市からＣ市へ転居しているところ、

申立人のＤ市の被保険者名簿には転出の記録が無く、48 年以降に更新された

申立人の特殊台帳の住所がＡ市と記載され、住所変更履歴欄には、Ｄ市での住

所のみが記載されている上、「不在被保険者」との記載が見られることから、



46年 11月のＣ市への転居についての国民年金の手続が行われず、これによっ

て、社会保険庁においても申立人の所在が把握できていなかったものと考えら

れる。 

これらのことから、申立期間当時、申立人が居住していたＤ市及びＣ市では、

申立人に対し保険料納付書が発行されず、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたとは考え難い。 

加えて、申立人が転入したＣ市では、昭和 56 年６月に払い出された別の手

帳記号番号の被保険者名簿しかなく、この手帳記号番号の払出時点では、申立

期間の保険料は、制度上、時効により納付することはできない。 

一方、申立人の妻の特殊台帳及びＤ市の被保険者名簿には、申立期間が始ま

る昭和 46 年 7 月に強制加入から任意加入への種別変更が行われている。この

ことは、妻は、申立人が厚生年金保険に加入したものとし、妻自身は配偶者で

あることから任意加入に変更し、自身の保険料のみを納付したと考えるのが自

然である。 

また、申立人の妻には、申立人の国民年金手帳を申立人の母から受け取った

記憶が無い上、保険料納付に関しての記憶が明確でなく、申立期間当時納付し

た保険料が申立人を含めた二人分の保険料であったことをうかがわせる具体

的な陳述を得ることはできなかった。 

そのほか、別の手帳記号番号による納付の可能性について、氏名検索及び払

出簿の調査によってもその形跡は無く、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3310 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年６月から 49 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男        

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 16年生 

    住    所 ：           

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 49年 12月まで 

申立期間の国民年金保険料は、妻が夫婦二人分を納付していたのに、社会

保険事務所では、妻だけに当該期間の納付記録があることに納得できない。 

申立期間について、納付済期間として認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の妻が夫婦二人分の

保険料を納付したと申し立てている。 

 しかし、社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、昭和 36

年 12 月にＡ市で、申立人に対し、手帳記号番号が払い出されているものの、

厚生年金保険加入のため 39 年６月に資格を喪失以降、Ａ市の国民年金被保険

者名簿及び社会保険事務所の特殊台帳を見ても、当該手帳記号番号を使用して

国民年金保険料が納付された事実は見当たらない。 

 また、申立人は、Ａ市で昭和 52 年７月に新たに別の手帳記号番号の払出し

を受けて、制度上納付が可能な 50 年１月までさかのぼって過年度納付を行っ

ている。 

さらに、前述払出簿の内容を確認し氏名別読みによる検索を行ったが、申立

人に対して前述の二つの手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出されて

いることをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間の保険料納付に関与しておらず、当該保険料を

納付したとされる申立人の妻は、保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、

このほかに、申立人の妻が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書控等）は無く、保険料が納付されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月から同年 12 月まで 

夫が嘱託終了前に、私の国民年金の保険料納付状況をＡ市役所へ電話で問

い合わせたところ、３年分の未納が判明したため、２年分を納付することに

した。保険料は、１か月 13，500円だったと思うが、納付書により夫が銀行

で納付した。年金支給手続時に、申立期間が未納になっていることが分かり、

すぐＡ社会保険事務所に証拠書類（領収書を含む。）を揃えて照会したが、

回答は「確認できず。」であり、返されたのは年金手帳のみであった。領収

書は、多分、社会保険事務所で紛失したと思われるが、間違いなく納めてい

るので申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫が嘱託職員を辞める少し前に、昭和 40 年代に３年間の未納期

間が有ることが分かったので、高齢任意加入した上で２年分の保険料を納付し

たと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金資格記録について、社会保険庁のオンライン記録

をみると、60 歳到達により資格を喪失した後、平成８年４月に高齢任意加入

し、翌９年３月までの保険料を納付後、資格を喪失していることが確認できる。

この場合、申立期間は未加入期間となり、制度上、保険料を納付することはで

きない。 

また、任意加入はさかのぼっての加入ができないため、制度上、申立期間の

保険料を納付するためには平成７年１月中に任意加入の手続を行うとともに、

８年１月中に喪失手続を行う必要がある。この場合、申立人は、７年 12 月ま

で納付した後、直後３か月の未加入期間を挟んで、再度、任意加入したことに

なり不自然さは否めない。 



さらに、申立人は、任意加入手続を行った時期について、申立人の夫が市の

嘱託職員を辞める少し前であったと陳述しているところ、その夫は平成９年３

月まで嘱託職員として勤務していたとのことであり、申立期間の初月である７

年１月とは２年以上の開きがみられるなど、申立人の加入手続時期をめぐる記

憶は必ずしも定かではない。 

加えて、未統合記録の有無について確認するため、旧姓を含めて氏名検索を

行ったがその存在は確認されなかったほか、申立期間の保険料納付をうかがわ

せる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年４月から 55年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 55年９月まで 

私は、昭和 52 年に結婚した後、妻が私の国民年金の未納を知り、特例納

付が可能であったので妻にＡ区役所にて加入してもらい、それまでに未納に

なっていた数年分をまとめて手元にあった現金で納付し、その後も継続して

納めてもらったので申立期間が未納とされているのは納得できない。その時

のまとめて支払った金額は数十万ぐらいであったと思う。領収書も現在は残

っていない。加入した時期も第一子が生まれる 54 年６月より前にした記憶

がある。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54年６月以前に、特例納付により申立期間の保険料を区役

所に一括納付したと申し立てている。 

そこで、申立人の国民年金手帳記号番号払出時期をみると、昭和 57 年 11

月であることが手帳記号番号払出簿から確認できる。一方、この手帳記号番号

の払出時点以降に、特例納付の制度は存在せず、同制度を活用して申立期間の

保険料を納付したとする申立人の陳述とは符合しない。 

また、この手帳記号番号の払出時点においては、申立期間の保険料は時効に

より、既に納付できない期間になっている。 

さらに、申立人の納付記録について、特殊台帳を見ると、申立期間直後の昭

和 55 年 10 月から 56 年１月までを過年度納付していることが確認でき、申立

人がこの納付と錯誤している可能性も否定できない。 

さらに、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険庁

のオンライン記録により、別読みによる氏名の確認を行ったほか、当時の住所

地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の内容をすべて確認したが、別



の手帳記号番号の存在はうかがえず、また、申立期間の特例納付をうかがわせ

る周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金  事案 3313 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年４月から 58年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 58年３月まで 

私は、夫婦二人で国民年金に加入し、会社勤めも経て保険料を納めてきま

したが、昭和 58 年に離婚及び再婚した時期は住所移転も行い、国民年金の

納付ができなかったため未納になっていたところ、同年４月ごろに水道料金

の集金人であったＡという名の男性職員に未納だから納付した方がいいと

言われ、Ｂ市役所の窓口に過年度納付をするために再婚した妻が私の代わり

に行きました。その時、役所内の金融機関が時間外で閉まっていたのでちょ

うどＡ職員が国民年金課にいたため明日銀行に納めておくから保険料を預

かりますと同席していた国民年金課の女性職員と共に言われ、保険料をＡ職

員に渡して女性職員に領収証として国庫金納付書に納付金額を書いてもら

い、その日は帰りました。その後、この度のねんきん特別便で確認した際、

初めて未納とされていることを知ったが、確かに納付したので納得できない。

保険料額は納付書に記載のとおりの現金 62,640 円であり、国民年金係の窓

口にて職員に直接渡しました。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 58 年４月ごろに、申立期間に係る過年度保険料を市の窓口

で国庫金納付書と引き替えに納めたと申し立てている。 

そこで、申立人が所持する当該納付書を見ると、金額は正しく記載されてい

るものの、金融機関及び社会保険庁の控えを含め残存しているほか、領収書片

に領収印は無く、保険料の納付に使用された形跡は見られない。 

また、市では、国庫金納付書を市の窓口で作成し、それを領収証とする取り

扱いは行っていなかったとしており、申立人の陳述とは符合しない。 

さらに、申立人は、市の水道料金の集金人から申立期間に係る未納保険料の



督促を受けたと陳述しているところ、市では所管が異なる集金人が国民年金の

納付状況を把握し、督促業務を行うことはないとしており、この点においても

申立人の陳述とは符合しない。 

加えて、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、社会保険庁

のオンライン記録により、別読みによる氏名検索を行うとともに、申立期間当

時の居住地を管轄する社会保険事務所において同払出簿の内容をすべて確認

したが、別の手帳記号番号の存在をうかがえず、また、申立期間の保険料納付

をうかがわせる周辺事情等も見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年８月から 38 年８月までの期間、同年９月から 40 年３月

までの期間及び同年４月から 47 年６月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年８月から 38 年８月まで 

         ② 昭和 38 年９月から 40 年３月まで 

         ③ 昭和 40 年４月から 47 年６月まで 

    町内会役員で地区の集金係をしていた家主に勧められ、昭和 37 年８月ご

ろにＣ市で加入手続をし、集金係の人に３か月ごとに保険料を納めた。38

年９月からは引越先のＤ市及びＥ市の市役所の窓口に保険料を継続して納

め、40 年４月からは納付書により銀行振込してきた。当時の保険料は 150

円から 200円ぐらいだったような記憶がある。 

    当時の年金手帳は、昭和 47 年８月にＢ市役所で新しいものを交付された

時に渡してしまったため、残っていない。 

    間違いなく納付してきたのに、納付記録が無いということに納得できず、

納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の加入手続時期について、国民年金手帳記号番号払出簿の記録をみる

と、昭和 47 年８月にＤ市において現在の基礎年金番号に当たる手帳記号番号

(以下「手番Ａ」という。)が払い出されていることが確認できる。また、その

際、同年７月 28 日付け任意加入として資格を取得していることがＢ市の被保

険者名簿及び社会保険庁のオンライン記録から確認できる。この場合、申立期

間はすべて未加入期間となるため、制度上、手番Ａにより国民年金保険料を納

付することはできない。 

そこで、別の手帳記号番号による納付の可能性を検証するため、同払出簿の

縦覧調査を行ったところ、申立人には手番Ａとは別の手帳記号番号(以下「手



番Ｂ」という。)が昭和 37 年 11 月にＣ市において払い出された形跡が確認で

きるものの、同時に払出簿には「職権消除」の押印が見られ、取消しに準じた

処理がなされたものと推定できる。この点については、手番Ｂが社会保険庁の

オンライン記録上、欠番となっている状況と整合しており、いったん払い出さ

れたものの、納付がないまま何らかの事情により取消されたものと考えられ、

すべての申立期間について、手番Ｂによる保険料納付もなされなかったものと

推定できる。 

また、申立期間③についてみると、Ｄ市で納付書による納付方式に変わった

のは昭和 54年４月からであり、40年４月から納付書により銀行で納付したと

する申立人の陳述とは符合しない。 

このほか、申立期間①、②及び③の保険料納付をうかがわせる周辺事情等も

見当たらなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3315 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年 12 月から 42 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 42年３月まで 

     昭和 39年に結婚してＡ市に転居した後、義父が国民年金加入手続を行っ

た。国民年金保険料については、義父が自宅に来た集金人に納付しており、

免除申請を行った記憶も無く、申立期間が未納と申請免除の扱いとされて

いるのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年 12 月から 42 年３月までの国民年金保険料を義父が納

付しており、免除申請を行った記憶も無いと申し立てている。 

   そこで、申立人の国民年金手帳記号番号の払出時期をみると、手帳記号番号

払出簿から、昭和 40年７月 20日に払い出されていることが確認できる。この

時点において、申立期間のうち、39 年 12 月から 40 年３月までの保険料は、

集金人は取り扱うことができない過年度保険料であり、申立人の義父が保険料

を集金人に納付したとする陳述とは符合しない。 

   また、申立人の夫の納付状況をみると、市の被保険者名簿及び社会保険庁の

特殊台帳ともに、申立人と同様に、申立期間に相当する昭和 39 年 12 月から

41年３月までは納付記録が無く、また、同年４月から 42年３月までの保険料

は申請免除となっていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、申立期間における国民年金加入手続及び納付には直接関

与しておらず、実際に加入手続及び保険料を納付していたとする義父は既に亡

くなっているため、当時の具体的な納付状況等は不明である。 

   加えて、別の国民年金手帳記号番号による納付の可能性について、旧姓を含

む氏名検索を行ったほか、当時の住所地を管轄する社会保険事務所で手帳記号

番号払出簿を縦覧調査したが、その形跡は見当たらず、申立人に対し、別の手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3316 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年６月から３年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年６月から３年１月まで 

平成２年＊月に 60歳になり、国民年金保険料の納付終了の案内が自宅に

届いたが、年金額が年間 40万円ぐらいにしかならないと知り、それから１

か月も経たないうちに、区役所で任意加入手続を行った。 

申立期間当時の家賃は、月額５万 8,000円で、せめて年金で家賃ぐらいは

支払えるようにと思い、65歳まで保険料を納付したはずであり、申立期間

の保険料の納付事実が無いことは納得できない。 

60歳からの保険料月額が１万円もしなかったことと、まとめて保険料を

納付すれば、少し安くなると聞き、10万円あれば１年分の保険料が納付で

きると思ったことを鮮明に覚えている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、60 歳になった平成２年＊月ごろに国民年金高齢任意加入手続を

行ったと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所で保存されている申立人の国民年金資格取得申出書

（高齢任意用）を見ると、当該申出書は平成３年２月 20 日に受け付けられて

おり、この受付時点において、申立期間は国民年金任意未加入期間となるため、

制度上、申立期間の国民年金保険料を納付することはできない。 

また、社会保険事務所では、通常、申出人が国民年金資格取得申出書（高齢

任意用）を提出して任意加入した場合、その後本人が喪失手続を行わない限り、

重複して２回も申し出を受け付けることは無いと回答しており、調査しても平

成３年２月 20 日付けで受け付られた当該申出書以外の申出書の存在も確認で

きなかった。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国民年金手帳



記号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調

査及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出

されたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人は、任意加入手続後、平成２年６月ごろに１年分の国民年金

保険料を前納割引により一括納付したと申し立てているが、制度上、１年分の

前納割引を受けるためには４月末までに納付する必要があり、年度途中の６月

からでは１年分の前納割引は受けられない。 

このほか、申立人から申立期間の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取

ろうとしたが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。  

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。  



大阪国民年金 事案 3317 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年７月から同年９月までの期間、55年７月から同年９月ま

での期間及び58年３月から59年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53年７月から同年９月まで 

② 昭和 55年７月から同年９月まで 

③ 昭和 58年３月から 59年３月まで 

私は夫がサラリーマンであったので、国民年金には加入しなくてもよかっ

たが、将来の為を思って国民年金に任意加入し、保険料を納付し続けてきた。 

申立期間①、②及び③はそれぞれ会社を辞めた間の期間であり、きちんと

国民年金への切替手続を行い、途切れることなく保険料を納付してきたはず

である。 

申立期間①、②及び③の保険料は、本庁又は支所か定かではないが、私

がＡ市役所に毎月出向き、窓口で現金で納付し、領収書を受領した。 

領収書は最近まですべて保存していたが、社会保険事務所へ行った際に、

納付記録に間違いないと信じて捨ててしまった。翌日テレビで年金問題が発

覚したと聞き、驚いたが領収書は処分した後であった。 

申立期間の保険料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、特殊台帳、Ａ市保存の納付記録及び申立人所持

の年金手帳を見ると、いずれの記録においても、申立人の国民年金任意加入被

保険者の資格取得日は、申立期間①直後の昭和 53 年 10 月 16 日及び申立期間

②直後の 55 年 10 月 18 日とされている一方、申立人の厚生年金保険被保険者

の資格喪失日は、それぞれ 53年７月 30日及び 55年７月 30日となっているこ

とが社会保険事務所のオンライン記録で確認でき、申立期間①及び②は、いず

れも国民年金任意未加入期間に当たることから、制度上、国民年金保険料を納



付することはできない。 

同様に、申立期間③についても、昭和 58 年３月１日が厚生年金保険被保険

者の資格喪失日で、また、59年４月 25日が同被保険者の資格取得日となって

いることが確認でき、当該期間も国民年金任意未加入期間に当たることから、

制度上、国民年金保険料を納付することはできない。 

また、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手帳

記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名

の別読み検索などを行ったが、申立人に別の年金手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

さらに、申立期間は３回、計 19 か月に及んでおり、これほど複数回にわた

って国民年金保険料収納及び記録管理における事務的過誤が繰り返されたと

も考え難い。      

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料納付を行ったとする事情を酌み

取ろうとしたが、新たな周辺事情を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 



大阪国民年金 事案 3318 

 

第１ 委員会の結論 

      申立人の昭和 37年７月から 40年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

    １  申立人の氏名等 

        氏    名  ： 女 

        基礎年金番号  ：   

        生 年 月 日        ： 昭和 10年生 

        住    所  ：   

 

    ２  申立内容の要旨 

        申 立 期 間        ： 昭和 37年７月から 40年４月まで 

    時期は定かではないが、夫が、自身の国民年金に加入したころに、私の分

も加入してくれたと思う。 

申立期間の保険料については、私が、夫婦二人分を集金人に納付してい

たはずであり、夫の分は納付済みとなっているのに、私の分のみ未納とさ

れているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、時期は定かではないが、夫が夫婦二人分の国民年金の加入手続を

行うとともに、申立期間の夫婦二人分の国民年金保険料を、自身が集金人に納

付したと申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、夫の国民年金手帳記号番号

は昭和 37年 10月 23日に払い出されている一方、申立人の手帳記号番号は 41

年６月１日に払い出されており、夫婦二人分の加入手続をしたとする申立内容

と符合しない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号払出時点において、申立期間のうち、

昭和38年12月以前の期間の国民年金保険料は、制度上納付することができず、

39年１月から 40年４月までの期間の保険料は過年度保険料となり、集金人に

納付することはできない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しについて、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏

名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたこ

とをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする申立人の夫は既に他界



しているため、当時の国民年金の加入状況は不明であり、申立人が申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる新たな周辺事情等を見い

だすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3319 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

      生 年 月 日 ： 昭和 10年生         

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

        申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年３月まで 

        国民年金への加入は、亡夫が区役所で夫婦二人分の手続をしてくれたはず

であるが、詳しい時期までは覚えていない。 

申立期間の保険料は、自宅に来る区役所の集金人に、私が夫婦二人分の保

険料を一緒に１回につき３か月分ずつ納付した。金額は一人１か月 100円に

満たない金額で、夫婦二人分で 500円までだったと思う。 

また、保険料を納付すると、検認印が押された国民年金手帳を受け取った

が、その時の手帳は、もう必要ないと思い処分してしまった。 

申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、亡夫が区役所で夫婦二人分の国民年金加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料については、自宅に来る区役所の集金人に、自身で納付して

いたと申し立てている。 

しかし、国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号

番号は昭和 39年５月 27日に夫婦連番で払い出されており、この手帳記号番号

払出時点においては、申立期間のうち、36年４月から同年 12月までの国民年

金保険料は制度上納付することができず、また、37年１月から 39年３月まで

の保険料は過年度保険料となり、集金人に納付することはできない。 

また、申立人の国民年金加入手続を行ったとする申立人の夫の国民年金保険

料納付記録をみても、申立期間の保険料は未納となっている。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付することが可能な別の国民年金手

帳記号番号の払出しの有無について、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査

及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出さ



れたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする申立人の夫は既に他界

しているため、当時の国民年金の加入状況は不明であり、申立人から申立期間

の国民年金保険料納付をめぐる事情を酌み取ろうとしても、新たな周辺事情等

を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。



大阪国民年金 事案 3320 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年５月から 38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住        所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年５月から 38年３月まで 

   国民年金の加入については、いつの時期かはっきりとは覚えていないが、

Ａ区の小学校で国民年金加入に係る臨時出張所が設けられた時に、自分自身

で出向いて手続をした。 

保険料については、勤めていた職場に定期的に来ていた女性の集金人へ、

勤務先の奥さんに依頼して納付してもらっていた。 

昭和 40 年ごろ、Ａ区役所で保険料の納付確認に出向いた時に、職員から

「台帳に載っているから大丈夫です。」と言われており、保険料の未納期間

があるはずはない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿を見ると、申立人の国民年金手帳記号番号は

昭和 39 年５月 15 日に払い出されており、この手帳記号番号払出時点におい

ては、申立期間のうち、36年５月から同年 12 月までの国民年金保険料は制度

上納付することができず、また、37年１月から 38年３月までの保険料は過年

度保険料となり、集金人に納付することはできない。 

また、Ａ区保存の被保険者名簿を見ると、申立人は、昭和 39年４月から 41

年６月までの期間の国民年金保険料を現年度納付している一方、40 年８月 10

日付けで、過年度納付が可能であった期間までさかのぼって、申立期間直後に

当たる38年４月から39年３月までの期間の保険料を過年度納付していること

が確認できることから、申立期間の保険料は未納のままであったと考えるのが

自然である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付するためには別の国民年金手帳記

号番号の払出しが必要であるところ、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査



及び氏名の別読み検索などを行ったが、申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情等は見当たらなかった。 

加えて、申立人から国民年金保険料納付をめぐる事情等を酌み取ろうとし

たが、新たな周辺事情等を見いだすことはできなかった。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大阪厚生年金 事案 4297 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年６月ごろから 26年５月ごろまで 

    私は、昭和 25年６月ごろから 26年５月ごろまで、Ａ市Ｂ町にあったＣ社

でＤ業務従事者として勤務していた。当時は朝鮮戦争中で、会社はＧ国兵士

で賑
にぎ

わっていたことを覚えている。また、当時の社長の名前は「Ｅ」であっ

た。 

社会保険庁の記録によると、Ｃ社における勤務期間が厚生年金保険に未加

入とされている。 

当該会社に勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   昭和 24 年版Ｈ商工名鑑によると、Ａ市Ｉ町にＣ社が所在し、当時の取締役

社長の氏名が「Ｊ」であることが確認できることから、申立人が、申立期間当

時、同社に勤務していたことは推認できる。 

   一方、Ｆ業務はＫ業等に該当すると判断されるところ、同業種は、厚生年金

保険法第６条第１項第１号の規定に基づく適用対象業種から除外されており、

社会保険庁の記録によると、Ｃ社が厚生年金保険適用事業所となった事実は確

認できない。なお、現在、法人事業所については、同法第６条第１項第２号の

規定（国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、業種にかかわ

らず常時従業員を使用するものは、適用事業所とする。）により、加入に際し

ての業種の規制は除外されているが、当該規定の適用は昭和 61 年４月１日以

降となっている。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることできない。



大阪厚生年金 事案 4298 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

                           

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年ごろ 

             ② 昭和 45年ごろ 

             ③ 昭和 51年から 52年ごろまで 

    私は、昭和 35 年ごろ、Ａ市Ｂ区にあったＤ（又はＣ）社の社宅（Ｅ市Ｆ

町）で、Ｇ業務従事者として勤務していた。社会保険庁の記録によると、同

社に勤務していた期間が厚生年金保険に未加入とされている。同社に勤務し

ていたことは間違いないので、申立期間について厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい（申立期間①）。 

    昭和 44 年 10 月１日にＨ社を退職した後、45 年ごろに同社の人事部長の

紹介でＩ県のＪ町にあったＫ社に就職し、住み込みで、Ｌ業務従事者として

勤務していた。社会保険庁の記録によると、同社に勤務していた期間が厚生

年金保険に未加入とされている。同社に勤務していたことは間違いないので、

申立期間について厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい（申立期間

②）。 

    昭和 51年から 52年ごろまで、Ｍ駅前のＮ社の向かいのビルにあったＯ社

Ｐ支店において、完全歩合制のＱ業務従事者として勤務していた。社会保険

庁の記録によると、同社Ｐ支店に勤務した期間が厚生年金保険に未加入とさ

れている。同社Ｐ支店に勤務していたことは間違いないので、申立期間につ

いて厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい（申立期間③）。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、昭和 35 年９月現在の住宅地図及び同年の職業別電



話帳において、申立人が事業所の所在地として陳述している場所に「Ｄ（又

はＣ）社」の表示は見当たらず、同社が所在していたことを確認するには至

らなかった。 

   また、社会保険庁の記録においても、Ｄ（又はＣ）社が厚生年金保険適用事

業所となった事実は確認できない。 

   さらに、申立人は、「申立期間当時、病院に行く度、診察料を支払っていた。」

旨陳述しているところ、健康保険被保険者の場合、当時の医療費自己負担は

初診料のみであった。 

このほか、申立人が申立期間①において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   申立期間②については、Ｒ会の保管する資料により、申立人が、Ｋ社を紹介

してくれたと申し立てているＨ社人事部長が、申立期間当時同社に在職して

いたことは確認できるものの、当該人事部長の紹介により、申立人がＫ社に

就職したことを推認できるまでの事情は見当たらない。 

   また、Ｋ社において、申立期間当時勤務していたことが確認できる同僚から、

「当時、住み込みでＳ業務に従事しており、隣接する事務室に女性の事務員

が５人ぐらい在籍していたことは覚えているが、申立人の名前は記憶に無い。

また、事務員の年齢は最高で 35歳ぐらいであった（申立人は当時 45歳。）。」

旨の陳述を得た。 

   さらに、申立人は、申立期間当時の同僚の名前を覚えておらず、また、当時

の給与額及び保険料控除についても記憶にない旨陳述しており、このほかに、

申立期間②において事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた

ことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   申立期間③については、Ｏ社から提出された人事記録によると、申立人は、

昭和 51 年 10 月 20 日に同社に採用され、52 年３月 31 日に退職していること

が確認できる。 

   一方、Ｏ社から、「申立人の人事記録を見ると、退職時の社内資格が『Ｔ職』

であることが確認できる。昭和 51年当時の当社の規定によると、厚生年金保

険の加入資格は、『Ｔ職』の一段階上の『Ｕ職』（入社からおおむね６か月

以上勤務の者。）以上と定められていることから、当時、申立人については、

社会保険の加入手続は行われなかったものと考えられる。」旨の回答を得た

（社内資格は、入社後、Ｖ職→Ｔ職→Ｕ職の順で昇格してゆく。）。 

また、社会保険事務所の申立人に係る国民年金特殊台帳によると、申立人

は申立期間において、国民年金保険料を現年度納付していることが確認でき、

申立人は、「国民年金保険料は町内会の役員が３か月に一度集金に来ていた。」

旨陳述している。 

さらに、Ｘ健康保険組合は、「申立人に係る健康保険組合加入記録は無い。」

旨回答している。 



   以上の事情から、申立人は、申立期間当時、Ｏ社に勤務はしていたものの、

退職時の社内資格が『Ｔ職』のため、同社において厚生年金保険被保険者資

格を取得する前に退職したものと考えられる。 

このほか、申立人が申立期間③において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4299 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月から 47年４月１日まで              

    私は、大阪万博が終了した昭和 45年 10 月から 53年９月まで、Ａ社が経

営するＢ店（Ｃ市Ｄ区）のＥ所で勤務した。 

社会保険庁の記録によると、Ａ社において勤務していた期間のうち、入社

した昭和 45 年 10 月から 47 年４月１日までの期間が厚生年金保険に未加入

とされている。 

当時の給与明細書等は紛失したが、正社員として働いており、申立期間に

ついて厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管しているＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿によ

ると、昭和 47 年 10 月１日に被保険者資格を取得していた 40 人について、同

年 12月１日に、同年４月１日から同年９月 11日の間に遡及
そきゅう

して被保険者資格

取得日の訂正が行われていることが確認できる。また、被保険者資格取得日の

訂正が行われた 40人より後に付番された健康保険整理番号の者 40人は、同年

４月１日付けで被保険者資格を新規に取得していることが確認できる。 

   申立人については、雇用保険の記録により、申立期間中の昭和 45 年 11 月

16日にＡ社において被保険者資格を取得し、53年９月８日まで同社に勤務し

ていたことが確認できるところ、上記の遡及訂正対象者のうち、47 年４月１

日の新規資格取得者に含まれており、同社が保管する申立人に係る健康保険

厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書によると、被保

険者資格取得の届出は、遡及訂正処理日（昭和 47 年 12 月１日）と同一日に

社会保険事務所で受け付けられていることが確認できる。 

また、申立人が、「自分より約半年遅れて入社した。」旨を申し立てている



同僚２人の厚生年金保険被保険者資格の取得日も申立人と同一日（昭和 47 年

４月１日）となっており、上記健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及

び標準報酬決定通知書によると、申立人と一緒に昭和 47年 12月１日に被保険

者資格の取得手続がとられていることが確認できる。 

さらに、昭和 47 年４月１日にＡ社において厚生年金保険被保険者資格を取

得している同僚の雇用保険記録を確認したところ、被保険者資格取得日は、申

立人より約４か月半早い 45年６月 30日であることが認められる。 

加えて、昭和 47 年４月１日にＡ社において被保険者資格を取得している別

の同僚２人から、「自分がＡ社に入社したのは、昭和 46年始めだと思う。」、

「私は、昭和 42 年４月に入社したが、厚生年金保険への加入は５年間も遅れ

ている。」旨の陳述が得られた。 

以上の事情から、Ａ社では、昭和 47年 12月当時多数の厚生年金保険無届出

者及び無届期間が含まれる者が存在しており、社会保険事務所の指摘により、

被保険者資格取得日の遡及訂正（資格取得日を本来の取得日よりも遅れて届け

出られていた者。）、及び被保険者資格の新規の取得（勤務実態がありながら、

被保険者資格の取得手続が行われていなかった者。）の手続が行われた。申立

人については、同社に入社後２年余りの間、厚生年金保険被保険者資格の取得

手続がとられていなかったことが判明したため、同様な状況にあったほかの同

僚とともに、同年 12 月１日に同年４月１日に遡及して被保険者資格の取得手

続がとられたものと考えられる。 

一方、申立期間については、申立人が、Ａ社において勤務していたことは認

められるものの厚生年金保険被保険者資格の取得日の遡及訂正の対象となっ

ていないところ、この間の事業主による保険料の給与からの控除については、

ⅰ）仮に、入社時から保険料を控除されていたのであれば、社会保険事務所が、

昭和 47年４月１日以前の期間(保険料納付の時効に係る期間を除く。）に遡及

して被保険者資格の取得手続を行うよう指導していると考えられること、ⅱ）

同年 12 月１日に同年４月１日に遡及して被保険者資格を新規に取得している

者が申立人を含め 40 人確認できるが、これだけ多数の従業員について保険料

を控除しながら事業所が被保険者資格の取得手続を怠っていたことは考え難

いこと、ⅲ）被保険者資格取得日の遡及日が一律に同年４月１日とされている

のは、保険料を控除していなかったためと考えるのが自然であるとの事情から、

控除されていなかったと考えるのが相当である。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年４月１日から 31年８月１日まで 

  私は、昭和 30年３月に中学校を卒業し、同年４月からＡ社Ｂ営業所に勤

務した。 

    ねんきん特別便によると、Ａ社に入社した昭和 30年４月から 31年７月ま

での期間が厚生年金保険に未加入とされている。 

申立期間においてＡ社で勤務していたことは確かであるので、厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ営業所に申立期間当時勤務していた複数の同僚の陳述から、申立人が、

申立期間において同社Ｂ営業所に勤務していたことは認められる。 

一方、社会保険庁が保管しているＡ社Ｂ営業所に係る厚生年金保険被保険者

名簿によると、申立人の同僚で、生年月日から、昭和 27年から 30年にかけて

中学校を卒業して同社に入社したと思われる７人の被保険者資格取得日は、い

ずれも卒業年の翌年の７月から翌々年の１月の間となっていることが認めら

れる。また、28年から 31年にかけて高校を卒業した後、同社に入社したと思

われる同僚８人の被保険者資格取得日は、入社年の６月から 11 月の間となっ

ていることが認められる。 

さらに、申立期間中に 23 歳で厚生年金保険被保険者資格を取得している同

僚から、「入社してから健康保険証を受け取るまで３か月から６か月程度の試

用期間があったと思う。」旨の陳述を得た。 

   加えて、社会保険事務所が保管しているＡ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿において、申立期間における健康保険整理番号に欠番は無く、申立人に係る

記録が失われたとは考え難い。 



   以上の事情から、当時、Ａ社では、学歴及び年齢により違いはあるものの、

入社後一定期間は試用期間として厚生年金保険に加入させない扱いをしてお

り、申立期間は、当該期間に該当するものと考えるのが相当である。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4301 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年３月 26日から 36年４月 10日まで 

             ② 昭和 37年８月 13日から 38年２月 27日まで 

             ③ 昭和 38年３月 14日から 40年７月 11日まで 

    社会保険庁の記録によれば、Ａ社（申立期間①）、Ｂ社及びＣ社（申立期

間②及び③）における厚生年金保険加入期間について、それぞれ脱退手当金

支給済みとなっている。 

いずれの脱退手当金も請求した記憶は無く、受給していないので、申立期

間を厚生年金被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金について、いずれも請求した記憶は無

く、受給していないとしている。 

   申立期間①については、社会保険庁の記録によれば、脱退手当金は厚生年金

保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和36年７月24日に支給決定さ

れていることが確認できる。 

そこで、Ａ社の厚生年金被保険者名簿の申立人の記載されたページを含む前

後計７ページに記載されている女性のうち、申立人と同一時期（おおむね２年

以内）に脱退手当金の受給要件を満たし資格を喪失した 45 人について、脱退

手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含め 35 人が受給しており、そ

のうち 28 人が資格喪失後約６か月以内に支給決定されている上、当時は、通

算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人についてもその委任に基

づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。  

次に、申立期間②及び③については、申立期間の最終事業所であるＣ社の厚

生年金保険被保険者名簿の申立人の欄を見ると、被保険者資格喪失後の昭和



40年７月 14日付けで申立人の氏名が「Ｄ」から戸籍上の「Ｅ」に訂正されて

いることが確認できるところ、申立人の脱退手当金が同年 11月 16日に支給決

定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求手続に伴い訂正処理が行わ

れたと考えるのが自然である。 

また、申立人は、申立期間後に申立期間の最終事業所であるＣ社に再入社し

ているが、厚生年金保険被保険者記号番号は前回勤務時とは別の記号番号とな

っていることから、脱退手当金を受給したために異なっていると考えるのが自

然である。 

さらに、いずれの申立期間とも最終事業所の厚生年金保険被保険者名簿の申

立人の欄には、脱退手当金を支給したとしたことを意味する「脱」の表示が確

認できるほか、申立期間の脱退手当金支給額に計算上の誤りは無いなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4302 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年８月 18日から 32年 12 月 25日まで 

             ② 昭和 33年６月１日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 34年２月 10日から 41年５月 26日まで 

    Ａ社、Ｂ社及びＣ社における厚生年金保険加入期間について、社会保険事

務所に照会申出書を提出したところ、脱退手当金支給済みとの回答を受けた。 

    脱退手当金の請求手続はしておらず、受け取った記憶も無いので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金について、請求も受給もしていないと

している。 

  社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被保険者

資格の喪失日から約２か月後の昭和 41 年７月 20 日に支給決定されているこ

とが確認できる。 

そこで、申立期間の最終事業所であるＣ社の厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人の欄には脱退手当金の支給を意味する「脱｣の表示が記されて

いるほか、「41.６」と併記されていることが確認できるところ、申立人の脱

退手当金が昭和 41 年７月 20 日に支給決定されていることを踏まえると併記

された数字は同年６月を意味すると考えられる。また、同名簿に記載されて

いるほかの受給者についても同様の併記が見られ、脱退手当金の支給決定日

から約４か月前までの年月を示す数字が確認できる。これらのことを踏まえ

ると、同表示は脱退手当金請求に係る事務処理の際に記載されたものと考え

られる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4303 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年７月１日から 30年９月 21日まで 

② 昭和 31年 12月１日から 35年 12月１日まで 

③ 昭和 36年９月 20日から 40年 10月３日まで 

    厚生年金保険加入期間について、社会保険事務所に照会申出書を提出した

ところ、Ａ社及びＢ社に勤務していた期間（申立期間①及び②）とＣ社に勤

務していた期間（申立期間③）について、それぞれ脱退手当金支給済みとの

回答を受けた。 

いずれの脱退手当金も請求した記憶は無く、受給していないので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金は請求した記憶は無く、受給していな

いとしている。 

このうち、申立期間①及び②については、社会保険庁の記録によれば、申

立人の脱退手当金は申立期間の最終事業所であるＢ社における厚生年金保険

被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和 36 年２月 21 日に支給決定され

ていることが確認できる。 

そこで、申立人の厚生年金保険被保険者台帳を見ると、脱退手当金が支給

決定される直前の昭和 36 年１月 14 日付けで脱退手当金の算定のために必要

となる標準報酬月額等を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回

答したことを示す「回答済」の表示が確認できる。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定されたのは通算年金制度創設前であ

るほか、申立人の厚生年金保険被保険者記号番号は、申立てに係る２回の厚

生年金保険被保険者期間は同一の記号番号で管理されているが、申立期間後



は別の記号番号となっていることから、脱退手当金を受給したために異なっ

ていると考えるのが自然である。 

次に、申立期間②については、社会保険庁の記録によれば、申立人の脱退

手当金はＣ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の

昭和 40年 12月 24日に支給決定されており、申立人の脱退手当金裁定請求書

が同年 11月 30日に社会保険事務所に提出されていることが確認できる。 

そこで、申立人の脱退手当金裁定請求書を見ると、署名及び押印がなされ

ているほか、記載された住所は当時の住所地と一致していることが確認でき

る上、申立人の脱退手当金は、社会保険事務所の窓口で現金払い（当地払）

されており、申立人の署名及び押印がなされた領収書が確認できることから、

支払通知書が申立人の住所地へ送付され、同通知書を社会保険事務所に持参

して脱退手当金を受給したと考えるのが自然である。 

また、Ｃ社の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載されたページを含

む前後計 11ページ（110人）のうち、申立人と同一時期（おおむね３年以内）

に受給要件を満たし資格を喪失した８人について、脱退手当金の支給記録を

調査したところ、受給者は申立人を含め６人であり、そのうち３人が資格喪

失後３か月以内に支給決定されている上、脱退手当金裁定請求書の項目⑥「最

後に被保険者として使用された事業所の名称、所在地。」には、同社の名称

及び所在地がゴム印で押されていることを踏まえると、事業主による代理請

求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、いずれの申立期間も脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いほ

か、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受

給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること 

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 29年３月１日から 30年３月 16日まで 

② 昭和 30年８月 18日から 33年３月１日まで 

④ 昭和 33年７月１日から同年７月 26日まで 

    Ａ社を退職後、Ｂ商品の販売代理店を開店した。昭和 40 年ごろ、店で年

金が話題になり、店を手伝ってもらっていた知り合いに「脱退手当金をもら

いに行かないかん。」と言ったところ、その知り合いから「奥さんは既にも

らっているよ。」と言われたので、手続していないのにおかしいなと思いな

がらもいったんあきらめた。 

    数年が経ち、やはり脱退手当金をもらっているという知り合いの言葉が気

になったので、社会保険事務所に出向き、「私は受け取っていないので、請

求書の筆跡を見せてほしい。」と頼むと「相当以前のことなので請求書は無

く、調べようが無い。」と言われた。 

脱退手当金を請求したことは無く、受給もしていないので、申立期間を厚

生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を昭和 33年７月 25日に退職したが、脱退手当金は請求も受

給もしていないとしている。 

そこで、社会保険庁の記録をみると、申立人の脱退手当金は厚生年金保険被

保険者資格の喪失日から約７か月後の昭和34年２月26日に支給決定されてい

ることが確認できるところ、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手

当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているほか、脱退手当金の支給額

に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前であ



り、申立期間の最終事業所を退職後、昭和 57 年９月まで厚生年金保険への加

入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、

申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほか、脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から６年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、平成５年４月１日から同年 10 月１日までの期間の標

準報酬月額が 15万円、同年 10月１日から６年７月１日までの期間の標準報

酬月額が９万 8,000 円となっている。当該期間においても前と変わらず 53

万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除されていたので、正しい

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録をみると、申立人の 53 万円であった標準報酬月額は、

随時改定によって平成５年４月１日から 15 万円に（処理日は平成５年５月 21

日。）、定時決定によって同年 10 月１日から９万 8,000 円に（処理日は平成５

年９月７日。）、さらに随時改定によって６年７月１日から再び 53 万円に（処

理日は平成６年７月６日。）、それぞれ改定されていることが確認できるが、い

ずれの処理日にも遡及
そきゅう

訂正等不審な点は見当たらない。 

また、Ａ社は平成 10 年に破産しており、元事業主は申立期間当時の資料を

保管していないことから、申立期間に、申立人が控除されていた保険料の額を

確認することはできない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る滞納処分執行停止協議（決議）点検表

等を見ると、同社が平成５年４月から社会保険料を滞納していたことが確認で

きるが、その時期は、申立人の標準報酬月額が引き下げられた時期と重なる上、

申立期間に同社で被保険者記録の有る従業員 34 人を抽出調査したところ、４

年に３人、５年に 12 人、６年に２人について、それぞれ、１等級ないし３等



級ではあるが標準報酬月額の引き下げ改定が行われていることが確認できる

ことから、同社は、申立人についても、標準報酬月額引き下げ改定の届出を社

会保険事務所に行ったものと考えられる。 

加えて、申立人は、申立期間も、それ以前と同様に、53 万円の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を控除されていたと申し立てているが、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4306（事案 2454の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年８月 30日から 32年８月１日まで 

         ② 昭和 35年１月 19日から 38年４月まで     

    申立期間①はＡ社で、申立期間②はＢ社で、それぞれ勤務した。両事業所

とも厚生年金保険の適用事業所となっているのに、私の年金記録が無いのは

納得できない。 

新たな社員旅行等の写真を追加資料として提出するので、申立期間につい

て、厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、Ａ社では厚生年金保険に未加入の者が

在職しており、申立人の保険料控除を示す周辺事情等も見当たらないとして、

また、申立期間②に係る申立てについては、申立人はＢ社において正社員とし

て在職しておらず、厚生年金保険の加入対象とはなっていなかったことが推認

されるとして、既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年 10 月 31 日付けで年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、新たに申立期間当時の写真を提出したが、当該写真では、申立人

の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除は確認できず、ほかに委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立

期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。



大阪厚生年金 事案 4307 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により、給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 12月 30日から 61 年１月７日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社での

資格喪失日が昭和 60 年 12 月 30 日であるとの回答があった。雇用保険の

記録では同社の離職日が 61 年１月６日となっているので、申立期間につ

いて厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における雇用保険上の離職日は、昭和 61 年１月６日となって

いる。 

しかし、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、同社は、昭和 60 年 12 月 30 日に社会保険事務所による認定廃止によ

り厚生年金保険の適用事業所では無くなっており、同日付けで、厚生年金保険

被保険者であった３人全員（事業主、総務部長及び申立人。）が資格を喪失し

ている。 

また、Ａ社の認定廃止について、社会保険事務局は、「事業所所在地での事

業実態の確認（取引先関係）、近隣調査、事業主の動向、関係官庁調査等を踏

まえて、個別に総合的に判断したと考える。」と回答しており、申立人も、「会

社が解散したので、事務所の移転の作業を終えて、年末の少し前には退職して

いた。」と陳述していることから、申立期間においては既に事業所の実態が無

くなっていたものと推認される。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

ては、申立人に明確な記憶が無く、事業主は、「当時の記録は残っておらず、

詳細は不明である。」としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4308 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 40年３月 27日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社での

資格取得日が昭和 40 年３月 27 日であるとの回答があった。私は 39 年３

月に中学校を卒業し、同社に集団就職で入社したので、申立期間について

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ県教育委員会は、「申立人は、Ｃ中学校を昭和 40 年３月 14 日に卒業し

た。」と回答している。 

また、申立人と同じ昭和 40年３月 27日にＡ社で被保険者資格を取得してい

る同僚は、「申立人と私は、同時期に集団就職でＡ社に就職した。」と陳述して

いる。 

これらのことから、申立人は、昭和 40年３月 14日に中学校を卒業し、Ａ社

に入社して、同年３月 27日に被保険者資格を取得したことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4309 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30年ごろから 33年５月まで 

② 昭和 34年４月から数か月間 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間①

及び②の加入記録が無い旨の回答を受けた。申立期間①については、昭和

27年 12月にＤ免許を取り、Ｅ免許が取得できる 30年 12月より前に、Ｆ業

務従事者の見習としてＡ社に就職し、Ｂ社に就職する直前までＦ業務従事者

として勤務した。 

また、申立期間②については、Ｂ社退職後、数か月間（１か月又は２か月

かもしれない。）、Ｃ社で勤務した。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が記憶している同僚５人の氏名が社会保険事

務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において確認できるこ

とから、申立人が同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、当該被保険者名簿を見ると、当該同僚５人のうち３人は、申立期間

以前の昭和 29 年９月 30 日又は同年 10 月１日に資格を喪失しており、また残

り２人は 28 年の資格の取得が取り消されていることが確認できることから、

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたとは考え難い。 

また、前述の被保険者名簿において、申立期間当時に被保険者記録の有る従

業員に照会したが、申立人を記憶している者はいない。 

さらに、Ａ社は、申立期間当時の資料を保管していないため、申立人の同社

における勤務実態及び保険料控除の状況は確認できない。 

申立期間②については、申立人は、Ｃ社での同僚を記憶していないことから、



社会保険事務所の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間当時に同事業所で勤務していたことが確認できる複数の従業員に照会した

が、回答のあった２人は、「申立人を記憶していない。」としている。 

また、Ｃ社も、申立期間当時の資料を保管しておらず、申立人の同社におけ

る勤務実態及び保険料控除の状況について確認することができない。 

さらに、Ｃ社は「申立期間当時、入社後２か月から３か月間の試用期間があ

り、その期間は社会保険には加入させていなかった。」としている。 

このほか、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料控除については、申立人

に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年７月１日から 37年６月 15 日まで 

定年退職後の昭和 62 年に、厚生年金保険の加入状況について社会保険事

務所に照会したところ、Ａ社（現在は、Ｂ社。）に勤務した期間のうち、申

立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。 

事業所は事務的過誤を認めたが、当時の法律では遡及
そきゅう

して厚生年金保険料

を納付することができず、その代わりに補償金を支払ってくれたが、現在で

は、その補償額では長生きをするほど損をする事態になっている。 

厚生年金特例法の施行により、厚生年金保険の加入記録をさかのぼって訂

正できることになったので、申立期間においても、厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社提出の経歴書の記録から、申立人が申立期間にＡ社Ｃ支社に勤務してい

たことが認められる。 

しかし、申立人が所持するＡ社人事部会から申立人へあてた補償金の支払い

に関する文書を見ると、事業所が独自に算出した申立人の申立期間に係る厚生

年金保険料相当額が補償金から差し引かれていることが確認できる。 

また、Ｂ社の担当者は、「申立人の申立期間の厚生年金保険料は控除してい

ない。申立人の申立期間当時の厚生年金保険に係る資料等は無いが、当該期間

の厚生年金保険料を控除していないことから、補償時に申立期間の厚生年金保

険料相当額を補償金から控除した。」と陳述している。 

さらに、申立人は、事業所からの上記申出に合意し、補償金を受領している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：   

 

 

２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ：  ① 昭和 35年８月ごろから 36年８月１日まで 

   ② 昭和 44年４月ごろから同年６月ごろまで 

   ③ 昭和 44年６月ごろから 45年１月ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申

立期間の加入記録が無いとの回答を得た。 

私は昭和 35 年８月ごろから 36 年８月までの期間についても、Ａ社に勤

務していた（申立期間①）。 

その後、昭和 44年４月ごろから同年６月ごろまではＢ社に(申立期間②)、

同年６月ごろから 45年１月ごろまではＣ社（申立期間③）にそれぞれ勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、元従業員の陳述から判断して、期間は特定できない

ものの、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は平成 20 年に厚生年金保険の適用事業所で無くなっており、

元事業主は申立期間当時の資料を保管しておらず、申立期間当時の事業主は既

に死亡しているため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について

確認できない。 

また、昭和 63年７月以降における当該事業所の事業主は、「申立期間当時に、

試用期間があったのではないかと思われる。」旨回答している。 

   さらに、申立人は同僚の氏名を記憶していないため、社会保険事務所のＡ社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記録のある従業員のうち連絡先

の判明した９人に照会したが、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料控除を



うかがわせる陳述は得られなかった。 

   加えて、当該被保険者名簿において申立期間に健康保険整理番号の欠番は無

く、ほかに不自然な点も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、同社が作成し保管する「厚生年金保険被保険者台帳」に申

立人の記録は無いとしており、また、申立期間②において申立人が申立期間③

で申し立ているＣ社に係る雇用保険の加入記録が確認できる。 

さらに、申立人は同僚の氏名を記憶していないため、社会保険事務所のＢ社

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に記録が確認で

きる従業員 53 人を抽出し、そのうち住所の判明した８人に照会したが、申立

人を記憶している者はいない。 

申立期間③については、雇用保険の記録及び元従業員の陳述から判断して、

申立人が申立期間にＣ社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ｃ社は、平成 19 年に廃業していて、元事業主は申立期間当時の資

料を保管しておらず、申立期間当時の事業主は既に死亡していることから、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除は確認できない。 

また、社会保険事務所のＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて申立期間に加入記録の有る従業員に照会したところ、複数の者は、自身が

記憶する入社日より１年後から４年後に被保険者資格を取得しており、そのう

ちの１人は、「上司から長く勤務するのであれば、厚生年金保険に加入させる

と言われた。」と陳述していることから、同社では、従業員の厚生年金保険加

入手続を入社後すぐには行っていなかったことがうかがえる。 

このほか、申立期間①、②及び③に係る申立人の厚生年金保険料控除を確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4312 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 24年４月ごろから 25年８月ごろまで 

    私は、昭和 24年４月ごろから 25年８月ごろまでＡ県Ｂ町のＣ社で正社員

としてＤ社の部品を作っていた。しかし、同事業所での厚生年金保険の加入

記録が無く、未加入期間とされており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ県Ｂ市にあるＣ社で正社員として勤務していたと申し立ててい

るところ、同事業所は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所

としての記録は無く、また、同事業所の所在地を管轄する法務局に商業登記の

記録も無い。 

さらに、Ｃ社の代表者、上司及び同僚の連絡先は不明であり、これらの者か

ら、同事業所における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確

認することができない。 

ところで、申立人が主張する「Ｃ社」という名称の事業所を調査したところ、

同じ名称の事業所がＡ県内に３か所確認できた。 

このうち、Ｄ市に所在していたＥ社は、平成９年７月に厚生年金保険の適用

事業所では無くなっているほか、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から抽

出した同僚からは申立人の在職及び保険料控除については不明であるとして、

具体的な陳述を得ることはできなかった。 

また、Ｅ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を調査したが、申立人の申立期

間における被保険者記録は見当たらなかった。 

さらに、Ｆ市及びＧ市に所在していた同じ名称のＨ社及びＩ社については、

いずれも申立期間中は厚生年金保険の適用事業所とはなっていないことが確

認できることから、仮に、申立人が申立期間当時これらの事業所に勤務してい



たとしても、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたとは考え

難い。 

なお、Ｂ町に所在していた「Ｉ社」の事業主名は、申立人が主張する事業所

名と類似していることが社会保険庁の記録から確認され、かつ、当該事業所は

申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所であったことから、当該事業所へ照

会を行ったが、同事業所からは申立期間当時の資料は保存されておらず分から

ないとの回答であり、同事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿についても調

査したが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらなかった。 

一方、申立人は、Ｃ社でＤ社の部品を取り扱っていたと申し立てているとこ

ろ、Ａ県Ｇ市にＪ社という名称の事業所の所在が判明したため、同社にＣ社と

の取引関係等について確認したが、Ｊ社からは、「申立期間当時の資料は残っ

ておらず不明。」との回答であり、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿につ

いても調査したが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらなかっ

た。 

また、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検

索を行ったが、申立人の申立期間における被保険者記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4313 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月から 20年 10 月まで 

    私は、学校長の推薦で昭和 19 年４月にＡ社Ｂ本社へ入社し、20 年 10 月

に退職するまで同社Ｃ課で事務の仕事をした。Ｃ課には男性は３名、女性は

２名の同僚がいた。家が焼けたため資料は何もなく、当時の同僚の連絡先も

わからないが、同社で正社員として勤務したことは間違いないので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社での在職については、同社から「申立期間当時にＣ課はあっ

た。」との回答が得られたこと、同社の業務内容等に関する申立人の陳述が具

体的であることなどから、期間は特定できないものの、申立人は同社に勤務し

ていたことが推認される。 

しかしながら、Ａ社は、当時の資料は無いと回答しているほか、同僚からも

申立人についての記憶が無いとして、申立人の申立期間における勤務実態及び

保険料控除等について確認することはできなかった。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 19 年６月１日で

あるところ、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、21 年 11 月 19

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している男性社員よりも健康保険証

の整理番号が後順位でありながら、19 年６月１日付けで遡及
そきゅう

して資格を取得

している女性社員が４名確認できること、同僚から「昭和 20年 10月に男性社

員が復員してきたので、女性社員はいったん全員解雇となったが、各課で２名

ずつ選抜されて残ることになった。」との陳述が得られたことなどから、同社

が適用事業所となる以前から勤務していた一部の女性社員について遡及して

加入させたとも考えられ、申立期間当時、同社は必ずしも女性社員全員を厚生



年金保険に加入させていた訳では無かったことがうかがわれる。 

さらに、当該被保険者名簿によると、申立人が女性社員であったとして名前

を挙げた同僚の被保険者記録も見当たらない。 

加えて、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行っても、申立人の申立期間における被保険者記録は確認することはで

きない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情等も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4314                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年５月 25日から 23 年１月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録

が無い旨の回答をもらった。年金手帳には、同社において資格を喪失した時

期が昭和 23 年１月と記載されているので、申立期間を厚生年金保険被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身が所持する年金手帳にＡ社での資格喪失時期が昭和 23 年１

月と記載されていることを理由に、具体的な退職時期は記憶していないものの、

申立期間は同社Ｃ工場で勤務していたはずであると申し立てている。 

しかし、Ｂ社は、申立人のＡ社Ｃ工場における勤務実態等については、申立

期間当時の資料が残っておらず不明である旨を陳述している。 

また、申立人は、Ａ社Ｃ工場での同僚を記憶していないことから、同社に係

る厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時に資格を取得した複数の従業

員に、申立人の同社における勤務状況等を照会したところ、申立人が申立期間

に勤務していたことを記憶している者はいない。 

一方、社会保険事務所では、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳と申立

人所持の年金手帳との資格喪失時期が相違していることについて、その経緯は

不明であるが、当該年金手帳は、昭和 49年 11月から使用されているものであ

り、「厚生年金保険の記録欄」は本人が記載するもので、社会保険事務所が記

載することは考え難いとしているほか、同被保険者台帳には、資格喪失事由と

ともに22年５月25日に申立人が資格を喪失した旨の記載が明確に確認できる

ことから、申立人は同日付けで資格を喪失したものと考えられると回答してい



る。 

さらに、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による

検索を行ったが、申立人の申立期間に該当する記録は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料の控除については、申

立人は具体的な記憶は無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4315 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 11月ごろから 40 年 10月 20日まで 

    私は、昭和 34年秋ごろにＡ社へ就職したが、４年後の 38年夏ごろに当該

事業所を退職してＥ県に帰郷した。その年の秋ごろから個人商店のＢ社に就

職したが、姉が結婚した 39年 11月に退職して、すぐにＣ社に転職した。 

Ｃ社はＤ社の下請けで、私は同社の工場で１年以上は勤務していた記憶が

あるのに、厚生年金保険の加入記録を確認したところ、昭和 40 年 10 月 20

日から 41年９月 26日までとなっている。申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｃ社に昭和 39年 11月ごろから 41 年９月 26日まで在職していた

と申し立てているが、雇用保険の記録によると、申立人の同社における被保険

者資格の取得日は 40 年 10 月 15 日、離職日は 41 年９月 25 日であることが確

認でき、社会保険庁の被保険者記録とおおむね一致している。 

また、Ｃ社保管の資料によると、同社では、申立人を昭和 40年 10月 20日

から 41 年９月 26 日まで厚生年金保険に加入させていたことが確認でき、こ

れは社会保険庁の被保険者記録とも一致している。 

さらに、申立人がＣ社の同僚として名前を挙げた同僚のうち、回答が得られ

た同僚は、申立人は１年ほど在籍していたと陳述しており、これは申立人の同

社での厚生年金保険加入記録と符合しているほか、申立人は当該同僚を先輩で

あったと陳述しているところ、当該同僚の資格取得日は、申立人の資格取得日

の１か月前である昭和 40年９月 25日であることも確認できる。 

加えて、Ｃ社に係る厚生年金保険被保険者名簿には、健康保険証の整理番号

に欠番は見当たらず、同名簿の記録に不自然な点も見当たらないほか、申立人



の氏名の読み方の違い等による検索を行ったが、申立人の被保険者記録は確認

できなかった。なお、申立人は、Ｃ社はＤ社の下請けで、同社工場で勤務して

いたと申し立てているところ、上記と同様に検索を行ったが、申立期間におい

てＤ社の工場に係る被保険者記録も確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除については、申立

人には具体的な記憶は無い上に、申立人が申立期間において事業主により給与

から厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺

事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4316 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 22年４月から同年 10月まで 

       ② 昭和 23年１月から同年 12月まで 

            ③ 昭和 26年３月から同年 12月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間①、

②及び③について加入記録は無いとの回答をもらった。 

申立期間①は、前職の会社から引き抜かれてＡ社で勤務し、Ｄ業務に従事

した。 

申立期間②は、社長の面接を受けてＢ社に入社し、同社の工場で、Ｅ業務

に従事した。 

申立期間③は、同級生の紹介でＣ社に勤務し、Ｆ業務に従事した。 

いずれの事業所でも試用期間などは無く、正社員として勤務していたと思

うので、厚生年金保険被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ａ社で勤務し、厚生年金保険に加入してい

たと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、昭和 54 年に解散しており、事業主等の所在も不明であるた

め、同社から申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況は確認でき

ない。 

また、申立人の記憶する同僚は所在不明であり、社会保険事務所のＡ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者資格の有る従

業員に照会したが、申立人を覚えている者はいない。 

さらに、当該被保険者名簿をみると、昭和 21 年３月までにＡ社の従業員 26人

のうち 24 人が被保険者資格を喪失していることから、事業主が何らかの理由に



より、この時期にほとんどの従業員の資格喪失手続を行ったものと考えられる。 

加えて、申立期間を含む昭和 20 年 11 月 1 日から 24 年５月 14 日までの間に、

Ａ社において新たに資格を取得している者はおらず、また、同期間の従業員数に

ついて、申立人及び同僚は 10人から 20人であったと陳述しているところ、前述

被保険者名簿において被保険者として記録されている者は２人であり、申立期間

は、従業員の大半が厚生年金保険に加入していなかったことがうかがわれる。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社でＥ業務に従事し、厚生年金保険に加

入していたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社に申立期間当時の資料は無く、当時の事業主も死亡していること

から、申立人の申立期間に係る勤務実態及び保険料控除の状況は確認できない。 

また、申立人は、同僚を覚えておらず、社会保険事務所のＢ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者資格の有る従業員に照

会し、16人から回答を得たが、いずれも申立人を覚えていない。 

申立期間③については、申立人が入社の紹介を受けたとする同僚の陳述から判

断すると、期間は特定できないものの、申立人がＣ社に勤務していたことは推認

できる。 

しかし、Ｃ社に申立期間当時の資料は無く、申立人の申立期間に係る保険料控

除の状況は確認できない。 

また、社会保険事務所のＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て申立期間に被保険者期間を有する者のうち２人の従業員は、自身が記憶する入

社日から、それぞれ、２か月後又は６か月後に厚生年金保険の資格を取得してい

ることから、申立期間当時、同社では、一定期間の試用期間を設けていたことが

推認されるところ、申立人は、申立て後、昭和 26 年９月ごろに他社に転職した

としていることから、申立期間③は６か月程度であると考えられる。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③に係る保険料控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4317 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 28年から 32年まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社にはＢ大学を卒

業した１年後に入社したが、即戦力として入社、昭和 32年に渡航するまで

Ｃ業務に携わり、正社員として勤務していたので、厚生年金保険に加入して

いたはずである。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社において勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所の記録において、厚生年金保険適用事業所と

しての記録は無い。 

また、別の同僚は、Ａ社は健康保険及び厚生年金保険には未加入であったため、

申立期間に通院した際には健康保険証が無く、全額自己負担で治療したと陳述し

ている。 

さらに、申立期間当時の代表取締役は病気療養中のため、聴取することができ

ず、また、ほかの取締役３人は死亡しており、申立人の勤務の実態及びＡ社にお

ける当時の厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人に係る申立期間の保険料控除を確認できる関連資料及び周辺

事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に給与

から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年８月 23日から 24 年６月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間に係る記録が無いと回答を受けた。 

Ａ社には昭和 23年８月 23日に入社し、入社後まもなく交付を受けた健康

保険証を使って、治療を受けたことを覚えている。 

申立期間もＡ社に勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 23年８月 23日にＡ社に入社し、同時期から厚生年金保険に

加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は申立期間当時の資料を保存しておらず、また、当時の事業主

も死亡しているため、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除の状

況は確認できない。 

また、申立人の記憶している同僚及び社会保険事務所のＡ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に加入記録の有る同僚のうち、

連絡先の判明した者に照会したが、申立人の申立期間における勤務をうかがわ

せる陳述は得られなかった。  

さらに、上記照会に回答の有った同僚８人のうち５人は、昭和 24 年６月１

日に厚生年金保険の資格を取得しているが、このうち４人は、生年月日等から

中学新卒者として入社したものとみられることから、入社から約２か月後に資

格を取得したと推認され、そのうちの１人は、「昭和 24年に中学卒業後、Ａ社

に入社したが、入社後しばらくしてから厚生年金保険に加入した。」と陳述し

ている。また、同年６月１日に資格を取得している残りの１人の入社日は、資



格取得日の５か月前である。 

加えて、上記同僚８人のうち１人は、昭和 23 年４月に入社したとしている

が資格取得時期は同年８月であり、このことについて同人は、「試用期間の経

過後に加入手続が行われたのではないかと思う。」と陳述している。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、入社後すぐには厚生年金保険

に加入させない取扱いを行っていたことが推認され、また、申立期間の一部に

ついては、申立人が義務教育の終了年齢に達していなかったこともあって厚生

年金保険への加入手続を行わなかったことも考えられる。 

なお、前述被保険者名簿の健康保険の整理番号は、同事業所が新規適用とな

った昭和 22年９月１日から申立人の取得までは連番で欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 20年 10月 28日から 21 年７月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社Ｂ工場

に勤務した期間のうち、申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。 

Ａ社には、昭和 20 年 10 月 28 日に入社したにもかかわらず、社会保険事

務所の記録では 21 年７月１日からの資格の取得となっているので、申立期

間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する従業員台帳から、申立期間に係る申立人の在職は認められる。 

   しかし、当該従業員台帳には、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日

は、昭和 21 年７月１日と記載されており、社会保険事務所の記録と一致して

いる。 

また、Ａ社Ｂ工場で、昭和 21 年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を取

得している従業員は、申立人のほかに 84 人おり、その中で聴取できた５人中

４人が、「申立期間当時は、入社後一定期間、厚生年金保険に加入していない

期間があった。」と陳述している。 

さらに、Ａ社は、「申立期間当時は、一定期間内に入社した従業員について、

まとめて加入手続をしていた。加入手続をする前の期間である申立期間に、申

立人の給与から保険料を控除することは無い。」としている。 

加えて、社会保険事務所のＡ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4320 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 26年３月１日から同年 12月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

記録が無い旨の回答をもらった。 

申立期間は、Ａ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 26年３月１日から同年 12月までＡ社で勤務し、厚生年金保

険に加入していたと申し立てている。 

   しかし、Ａ社は、昭和 48年に厚生年金保険の適用事業所で無くなっており、

商業登記に係る記録も見当たらない上、事業主は所在不明であり、事業主から

申立人の勤務実態及び保険料控除の状況は確認できない。 

   また、申立人は、申立期間当時の同僚及び上司の名前を覚えていない上、社

会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

期間に加入記録のある従業員に照会しても、回答のあった 13 人は「申立人を

覚えていない。」と陳述しており、これらの者からも申立人の勤務実態等は確

認できない。 

   さらに、前述の従業員 13人のうち２人は、「入社後、一定期間は厚生年金保

険に加入していない期間があった。」と陳述している。 

加えて、前述被保険者名簿において、申立期間の健康保険整理番号に欠番は

無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周

辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4321 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 47年 11月から 51年３月まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。 

私は、昭和 47 年 11 月から 51 年３月まで、Ａ社に勤務していたので、申

立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立期間のうち、昭和 48 年５月１日から 51 年２月

28日まで、申立人がＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録が無い。 

また、Ａ社は、昭和 59年に破産しており、元代表者の所在は不明である上、

申立人が記憶している同僚の連絡先も不明であるため、これらの者から、同社

における申立人の勤務の状況及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とはできない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につい

ては、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確認できる関連資料及び周辺

事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4322 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年４月 10日から 22 年５月３日まで 

    私は、昭和 20 年４月 10 日から 22 年５月２日までの期間、Ａ社に勤務

した後、Ｂ社勤務を経て、24年 10月 31日からＣ県の公立学校で教職に就

いた。教職に就く前のＡ社及びＢ社の職歴はＣ県教育委員会の人事記録カ

ードで確認できるのに、社会保険庁の記録では、Ｂ社の厚生年金保険の加

入記録だけがあって、Ａ社の加入記録が無いのは納得できないので、申立

期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間において、Ａ社で勤務していたことは、同社を退職後に

勤務したＣ県教育委員会における人事記録カードにより推定できる。 

しかし、社会保険庁の記録において、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所と

はなっておらず、また、同社の労働保険適用事業所としての記録も確認する

ことはできなかった。 

さらに、申立人が記憶している事業所の所在地を管轄する法務局で法人登

記簿を確認したが、Ａ社に係る記録は見当たらない。 

加えて、申立人は、事業主及び同僚の氏名を記憶しておらず、これらの者

から申立人の勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から保険料が控除

されていたことをうかがわせる資料及び周辺事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険

者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4323 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住        所 ：  

                

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年３月１日から 20年６月 14 日まで 

     私は、戦時中Ｂ市にあった私立中学に在学していた。 

申立期間当時、Ｃ市にあるＡ社に学徒動員として勤務し、給与も月額 50

円を支給されていたと記憶しているが、昭和 20 年＊月＊日の空襲で工場は

全壊してしまった。 

申立期間について、勤務していたことに間違いはないので厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、学徒動員としてＡ社に勤務していたと申し立

てている。申立人の生年月日から、申立人の中等学校における卒業は本来昭和

21年３月であるところ、申立人は、｢卒業証書をもらった記憶が無いので、卒

業はしていなかったと思う。申立期間を通じて給与はずっと 50円であった。｣

と陳述しており、厚生省保険局長発の学徒動員に関する通牒
つうちょう

保発 334 号（昭

和 19年５月 22日）の基本報酬算定基準には、中学校第３学年以上またはこれ

に準ずる者の１人あたりの月額は 50 円と定められており、申立期間を通じ申

立人は勤労動員学徒であったものと考えられる。 

しかしながら、勤労動員学徒については労働者年金保険法施行令（昭和 16

年勅令第 1250号）第 10条第３号及び厚生省告示 50号（昭和 19年５月 29日）

の規定により、労働者年金保険（現在は、厚生年金保険。）の被保険者には該

当しない取り扱いとなっていた。 

また、申立人は、昭和 19 年３月に同時に動員されたとする申立人と同年齢

の同僚４人の氏名を記憶しているものの、いずれの同僚も、社会保険事務所が

保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録が確認



できない。 

このほか、申立人が、申立期間当時、事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4324 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26年７月から 31年６月まで 

     社会保険庁の記録によると、私が、昭和 26年７月から 31年６月まで勤務

していたＡ社に係る厚生年金保険の加入記録が欠落している。同社の同僚と

退職する際に記念として一緒に撮影した写真を現在も所持しているので、勤

務していたのは間違いない。給与から厚生年金保険料を控除されていたはず

である。申立期間を厚生年金被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出があった退職時の記念写真及び申立人が記憶している同僚

の証言から、申立人が申立期間のうちの一定期間、Ａ社に勤務していたことは

推定できる。 

しかし、Ａ社は、社会保険庁の記録において厚生年金保険適用事業所とは

されておらず、同社の所在地を管轄する法務局において商業登記簿を確認し

たが同社の記録は見当たらない。 

また、Ａ社の事業主及び事務手続担当者は既に死亡しており、これらの者

から、同社における申立人の勤務の状況及び厚生年金保険料の控除について

確認することができないが、申立人が記憶している同僚は、「同社は厚生年金

保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料の控除もされていなかっ

た。」と陳述している。 

このほか、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されて

いたことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4325 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号  ：   

    生 年 月 日  ：  昭和 18年生 

    住    所  ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 39年４月 24日から 40年４月 24日まで 

Ａ社で勤務していた期間について社会保険事務所に照会したところ、昭和

39 年３月 13 日から同年４月 23 日まで厚生年金保険に加入しているとの回

答をもらった。その回答書は、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿に資格

喪失日の年の記載が無い旨が記載されている。私は、少なくとも１年ほどは

同社で勤務していた記憶があるので、申立期間についても被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39年３月にＡ社へ入社し、40年４月まで継続して勤務して

いたと申し立てている。 

しかし、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿をみると、申立人の資格喪失

日の年が欠落しているものの、昭和 39 年５月７日付けで健康保険証が回収不

能となった記録が確認できる。 

また、申立人と同じ昭和 39 年３月にＡ社に入社し、被保険者資格を取得し

た 54人について、当該被保険者名簿によると、27人が入社から３か月以内に、

申立人を含む 12 人が１か月以内に資格を喪失していることが確認できる。さ

らに、４人の同僚は、「申立人が担当していたＢ職について、歩合給の比率が

非常に高いため、短期間で退職する者が多かった。」と陳述している。 

加えて、上記４人の同僚は、申立人についての記憶が無く、申立人の申立期

間における勤務実態を確認できない。 

このほか、申立人が申立期間当時、事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4326 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25年 10月 16日から 31年６月２日まで 

② 昭和 32年４月 15日から 35年８月 31日まで 

③ 昭和 35年 10月 21日から 36年５月 31 日まで 

夫が年金記録確認をするというので、私も調べてもらったところ、Ａ社、

Ｂ社及びＣ社に勤務していた期間について、脱退手当金支給済みとの回答を

受けた。社会保険事務所に行っても聞き入れてもらえず、納得がいかないま

ま今日に至った。 

脱退手当金は請求も受け取りもしていない。是非調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務していた期間について自身で脱退手当

金の受給申請手続をした記憶が無いことから、脱退手当金は受給していないと

している。 

しかしながら、社会保険庁の記録をみると、Ａ社に係る脱退手当金について

は昭和 31年８月 25日に、Ｂ社及びＣ社に係る脱退手当金については 36年 11

月 14 日に支給決定された記録とされているところ、２回とも申立人の意思に

反して請求されたとは考え難い。 

また、申立期間①については、社会保険庁の申立人に係る厚生年金保険被保

険者台帳をみると、脱退手当金を支給したことを示す表示が記されているほか、

給付記録欄に支給金額及び資格期間等が記載されており、その内容はオンライ

ン記録と一致している上、申立人の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無い

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、Ａ社の被保険者名簿において、申立人の資格喪失日が記載されてい

るページの前後に記載の受給資格のある資格喪失者は 21 人、このうち脱退手



当金の支給記録のある者は 17 人であり、全員が資格喪失後５か月以内に支給

決定されているほか、支給日が同一日となっている者が散見されることを踏ま

えると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた

可能性が高いものと考えられる。 

加えて、申立期間②及び③については、Ｃ社の被保険者名簿について、同様

に脱退手当金の支給記録を確認したところ、受給している者は申立人を含めて

７人であり、全員が資格喪失後５か月以内に支給決定されているほか、支給日

が同一日となっている者が散見されることを踏まえると、申立人についてもそ

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えら

れる。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4327 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年 10月から 62年 12 月まで 

私は、昭和 61年 10月から 62年 12月まで、Ａ社のＢ出張所で会員募集 

の勧誘業務を行っていたが、社会保険事務所では、同社に勤務した期間の厚

生年金保険加入記録が無い。申立期間は同社に間違いなく勤務し、給与から

厚生年金保険料を控除されていたので、当該期間について、厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の陳述から、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかし、申立人と同じ勤務場所で同様の業務に従事していたとする同僚３人

はいずれもＡ社において厚生年金保険被保険者としての記録は無い上、このう

ち２人は「私は同社で厚生年金保険に加入していなかった。」と陳述している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて被保険者記録がある複数の元従業員は、「会社は、昭和 61年 10月には倒

産状態にあった。」としているところ、当該被保険者名簿において、昭和 61

年 10月１日よりも後に被保険者資格を取得した者はおらず、同社において最

後に被保険者資格を喪失した者の資格喪失日は、61年 10月１日と記録されて

いる。 

さらに、Ａ社の元事業主に照会を行ったが、回答は無く、その他の元役員等

の所在は不明であるため、これらの者から申立期間に係る保険料控除等につい

て確認することができない。 

加えて、申立期間に申立人が雇用保険の被保険者となった記録は見当たらな

い。 



このほか、申立人の申立期間に係る保険料の控除を確認できる関連資料及び

周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4328 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 35年１月 30日から 36年４月１日まで 

社会保険事務所に、厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤

務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。私

は、同社に昭和 35 年１月に採用され、住み込みでＢ業務に従事していたの

で、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の陳述から、期間は特定できないものの、申立人が申立期間もＡ社で勤

務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は、昭和 54 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、元事業主の所在も不明であるため、申立人の同社における勤務実態及び保

険料控除の状況について確認することはできない。 

   また、元従業員は、「申立期間当時、Ａ社では、採用後すぐに厚生年金保険

に加入させることはしておらず、Ｂ業務の経験年数等を考慮して加入させてい

たと思う。」と陳述している。 

さらに、申立人は、Ａ社に採用される前に３年８か月ほどのＢ業務の経験が

あったとしているところ、連絡がとれた元従業員３人について、本人が記憶し

ている入社時期と厚生年金保険の資格取得日とを比較すると、採用前における

Ｂ業務の経験年数が 10 年程度である２人については、採用後１か月以内に、

経験年数が１年程度である１人については、採用後２年ほど経過してから、そ

れぞれ厚生年金保険に加入していることが確認できることから、Ａ社では、Ｂ

業務の経験等を考慮して、厚生年金保険に加入させていたことが推認される。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる関連

資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22年４月１日から 25年２月２日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間について加入記録が無いとの回答を受けた。

同社には昭和 21 年８月 20 日から 25 年２月２日まで継続して勤務していた

ので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間もＡ社に勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

   しかし、Ａ社は、昭和 60 年に厚生年金保険の適用事業所では無くなってお

り、申立期間当時の事業主及び役員は連絡先が不明であるため、同社及び事業

主等から、申立人の申立期間における同社での勤務実態及び厚生年金保険料控

除の状況を確認することができない。 

   また、申立人は、Ａ社での同僚を記憶しておらず、社会保険事務所の同社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被保険者記録の

有る元従業員についても所在が確認できる者がいないことから、これらの者か

ら申立人の申立期間における勤務実態等を確認することもできない。 

   さらに、上記被保険者名簿を見ると、Ａ社における昭和 22年３月 31日時点

での被保険者 62人のうち 21人は、申立人と同じ日である同年４月１日に資格

を喪失しており、当時、同社では、何らかの理由により、大量の従業員が退職

又は厚生年金保険を脱退したものと考えられる。 

   加えて、申立人の申立期間に係る保険料控除を確認できる関連資料及び周辺

事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金  事案 4330 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年１月１日から 29年２月 25日まで 

             ② 昭和 29年 10月１日から 31年９月１日まで 

 私は、昭和 28年１月に友人の勧めでＡ社に入社し、29年９月まで勤務し

て厚生年金保険料も給与から控除されていたのに、社会保険事務所には、申

立期間①の厚生年金保険加入記録が無い。 

 また、その後、Ｂ社に転職し、昭和 29 年 10 月から 31 年８月まで勤務し

たのに、社会保険事務所には、申立期間②の厚生年金保険加入記録も無い。 

 申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 28 年１月からＡ社に勤務し、厚生

年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の関連資料を保存しておらず、申立人の申立

期間に係る勤務実態及び保険料控除は確認できない。 

また、申立人の記憶している同僚は死亡又は所在不明である上、社会保険事

務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間に被

保険者記録の有る者に照会しても、申立人を記憶していないとする回答しか得

られず、これらの者からも申立人の申立期間における勤務実態等は確認できな

い。 

さらに、申立人が、自分より半年ほど前に入社しＡ社への入社を勧めてくれ

たとする同僚の資格取得日は昭和 28年 10月５日であり、申立人の陳述と符合

しない。 

申立期間②については、同僚の陳述から判断して、時期は特定できないもの



の、申立人が、申立期間の一部においてＢ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、昭和 31 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所では無く

なっており、申立期間のうち、同日以降は、同社は適用事業所ではない。 

また、申立人が記憶している同僚５人のうち２人は、Ｂ社において被保険者

記録が無く、同社では、すべての従業員を厚生年金保険に加入させていなかっ

たことも考えられる。 

さらに、元事業主は所在不明であり、また、Ｂ社の被保険者で連絡先の把握

できた者は、既に全員死亡していることから、これらの者から申立人の申立期

間に係る勤務実態及び保険料控除の状況を確認することはできない。 

申立期間①及び②において、Ａ社及びＢ社に係る被保険者名簿に、健康保険

整理番号の欠番は無い。 

このほか、申立人の申立期間①又は②に係る保険料控除を確認できる関連資

料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4331 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年５月 17日から 32 年 10月１日まで 

私は、昭和 28 年４月１日から 32 年９月までＡ社（現在は、Ｂ社。）に勤

務していたが、社会保険庁の記録では、厚生年金保険の資格喪失日が 28 年

５月 17日になっており納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、「当社保管の人事記録から、申立人は、昭和 28年度定期採用によ

り昭和 28年４月１日に入社し、同年５月 16 日に依願退職している。被保険

者資格の喪失については、社会保険事務所の記録どおり同年５月 17 日に資

格を喪失した届出を行っており、保険料を控除することは無い。」としてい

る。  

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を

見ると、申立人の備考欄に健康保険被保険者証が返納されたことを示す「証

返納済」の記録が確認でき、同名簿の記載内容に不自然な点もうかがえない。 

さらに、上記名簿には、昭和 31 年度に社会保険事務所がＡ社の社会保険

被保険者名簿と被保険者及び標準報酬の照合を行ったことを示す「31 検」

の記録が確認できることから、申立人の厚生年金保険料の控除が無かったこ

とがうかがわれる。 

加えて、申立人が名前を挙げた同僚は既に亡くなっており、申立人の勤務

実態及び保険料控除について陳述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4332 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年５月３日から 43年４月まで 

             ② 昭和 46年１月から 49年９月１日まで 

             ③ 昭和 51年２月 29日から 53年２月まで 

私は、中学校を卒業した昭和 27年から 43年４月までＡ社でＢ業務従事者

として勤務していたのに、同社が厚生年金保険の適用事業所となった 36年

１月１日からの４か月しか厚生年金保険の加入記録が無いのは納得できな

いので、申立期間①を被保険者期間として認めてほしい。 

また、昭和 46年１月から 53年２月までＣ社でＢ業務従事者として勤務し

たにもかかわらず、申立期間②及び③の厚生年金保険の加入記録が無い。在

職中の 46 年２月に社員旅行に行った写真及び在職中に取得した技能検定の

賞状も残っており、自営業を始めた 53 年２月まで勤務していたことは間違

いがないので、申立期間②及び③を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、同僚の陳述から、勤務期間は特定できないものの、当

時、申立人がＡ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ａ社の人事担当部長は、「申立期間①の直前に申立人の厚生年金保

険の加入記録が４か月ある経緯等は資料も無く分からないものの、申立人は、

申立期間①当時、下請けとして仕事をしており、下請けに対して支払う報酬か

ら厚生年金保険料を控除したことは無い。」と回答している。 

また、複数の同僚は、「申立人はＢ業務従事者として働いていたが、同社の

社員では無く、同社との直接雇用関係は無かったと思う。」としている。 

さらに、申立人及びその妻の国民年金の記録をみると、申立期間のうち、昭

和 40年４月から 43年３月までの期間については、夫婦そろって申請免除期間



となっていることが確認できることから、その当時、厚生年金保険には加入し

ていなかったため、国民年金の免除申請手続を行ったものと考えられるところ、

申立人自身も、「当時、同社に勤務していた期間も含めて国民年金に加入して

いた。」としている。 

申立期間②及び③について、同僚の陳述から、勤務期間は特定できないもの

の、当時、申立人がＣ社で勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｃ社での雇用保険の記録によると、昭和 49 年９月１日に資格を取

得、51年２月 28日に離職となっており、この加入記録は、同社提出の労働者

名簿の記録（昭和 49年９月１日に雇入、51 年２月 28日に退職。）及び社会保

険庁の年金記録と一致している。 

また、事業主は、「社員は月給制で健康保険及び厚生年金保険に加入してい

たが、申立人は、Ｅ業務従事者であり、健康保険及び厚生年金保険には加入し

ていなかった。しかし、昭和 49 年ごろからは、Ｅ業務従事者の中でも継続し

て働いてもらっている人には、健康保険及び厚生年金保険に加入してもらうこ

とになり、申立人も加入している。ただし、Ｅ業務従事者で、厚生年金保険に

未加入の人から保険料を控除するようなことは無かった。」としている。 

さらに、申立人の国民年金の記録をみると、申立期間②を含む昭和 43 年４

月から 49 年８月までの期間の国民年金保険料を納付していることが確認でき

る。 

なお、申立人は、自営業を始めた昭和 53 年２月までＣ社で勤務した旨申し

立てているものの、申立期間③のうち、51 年４月１日から 53 年９月 28 日ま

での期間については、Ｄ社における厚生年金保険の被保険者記録が確認できる。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年４月１日から 36年２月 10 日まで 

私は、昭和 35 年４月１日から 37 年８月 26日までＡ社（社名変更後は、

Ｂ社。）に勤務し、Ｃ業務に従事していたのに、社会保険庁の記録では、35

年４月１日から36年２月10日まで厚生年金保険の被保険者とされていない

のは納得できない。当時の日記の写しを提出するので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人提出の日記の写しから、申立人は申立期間当時、Ａ社に勤務していた

ことが推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、昭和 36 年

２月 10 日となっており、申立人よりも先輩であったとする同僚４人も同日付

けで資格を取得していることが確認できるほか、申立期間当時の健康保険整理

番号に欠番は無く、同名簿の記録に不自然な点も見当たらない。 

また、申立期間当時の事業主は既に亡くなっており、申立人が名前を挙げた

同僚など 40 人のうち回答が得られた９人のいずれからも申立人の申立期間に

係る勤務実態及び保険料控除についての具体的な陳述は得られなかった。 

さらに、社会保険事務所の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等に

よる検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記録は無

い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4334 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年１月から 23年１月まで       

私は、申立期間においてＡ市にあったＢ社に勤務していた。この期間の厚

生年金保険の加入記録が無く、納得できない。 

なお、Ｂ社は商号を変更してＣ社となった。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

同僚に対する照会結果から、申立人が申立期間当時、Ｂ社で勤務していたこ

とが推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、申立人がＡ市に所在していたとするＢ

社は、厚生年金保険適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人は、Ｂ社が商号を変更してＣ社となったとしているが、両社で

勤務したことのある同僚の一人は、「Ｂ社はＤ品を製造する会社、Ｃ社はＥ品

を製造する会社で、両社は別会社だった。私は、Ｂ社の解散に伴い、Ｃ社に移

って仕事をするようになった。私にもＢ社で勤務した期間の厚生年金保険の加

入記録は無く、同社は厚生年金保険の適用事業所としての届出をしていなかっ

たと思う。」と陳述している。 

さらに、Ｂ社の事業主は既に亡くなっており、申立人の申立期間当時の勤務

実態及び保険料控除について確認することはできなかった。 

加えて、申立人が名前を挙げた同僚５人の連絡先は不明で、これらの同僚か

らは申立人の申立期間当時の勤務実態及び保険料控除について確認すること

はできなかったほか、社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違

い等による検索を行ったが、申立期間に係る厚生年金保険被保険者としての記

録は無い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4335 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年 10月１日から 35 年１月１日まで 

   私は、昭和 26 年７月からＡ所内のＢ事業部にあったＣ社でＤ業務従事者

として勤務し、Ｅ組合（現在は、Ｆ組合。）において厚生年金保険に加入し

ていた。 

社会保険庁の記録では、昭和 27 年 10 月１日から 35 年１月１日までが厚

生年金保険の未加入期間となっているが、私は、46年 10月の当該組合の式

典で表彰を受けており、申立期間も厚生年金保険に加入していたはずであり、

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

管轄社会保険事務所が保管するＥ組合に係る厚生年金保険被保険者名簿に

より申立期間の被保険者記録が確認でき、Ａ所内にあるＧ社で勤務していたと

する申立人の妹の夫は、「申立人は、申立期間中もＢ事業部のＣ社でＤ業務従

事者として勤務していた。」と陳述しており、申立人が申立期間に同社に在籍

していたことは推定できる。 

しかし、申立期間当時のＣ社の事業主及び申立人が記憶する同僚は、死亡又

は所在不明であるため、同事業所での申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の

控除に関する陳述が得られない。 

また、Ｃ社が昭和 40年４月に別の事業所と合併してできたＨ社は、平成 16

年３月 31日に解散している上、同社での同僚は、「Ｃ社に勤務していた当時の

申立人の勤務実態、保険料の控除状況及び厚生年金保険に係る届出等に関する

ことは全く分からない。」と陳述しているとともに、この同僚が記憶する合併

当時のＣ社での在籍者の所在も確認できない。 

さらに、Ｆ組合は、「申立期間当時の社会保険関係資料の多くは、昭和 44



年のＩ改修工事の際に廃棄済みであり、Ｃ社に関する資料等は残っていない。

また、当組合の組合員である各事業所が、それぞれの従業員の給与から保険料

を控除しており、賃金台帳等の関係資料も各事業所が管理していたので、申立

人の勤務実態及び保険料控除のことは分からない。」と回答しており、同組合

が加盟していたＪ健康保険組合も同様の回答をしている。 

加えて、管轄社会保険事務所が保管するＥ組合に係る厚生年金保険被保険者

名簿を見ると、昭和 28年からは、厚生年金保険料の算定の基礎となる標準報

酬月額の定時決定に係る手続が行われているが、申立期間中の申立人に係る

定時決定の記録は無く、申立人に係る保険料控除があった場合、事業主が申

立期間中の保険料の算定基礎届出の機会をすべて見過ごすとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4336 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32年５月 25日から 33年７月 10日まで 

         ② 昭和 35年１月 12日から同年２月 26日まで 

         ③ 昭和 36年 11月 22 日から 42年 10月 26日まで 

   私は、Ａ高等学校定時制（現在は、Ｉ高等学校。）に在学中の昭和 32年５

月当時、通学の利便性を考慮して、同校の近所にあるＢ社(現在は、Ｊ社。)

に入社した。 

社会保険庁の記録では、Ｂ社での厚生年金保険資格取得日は、昭和 33年

７月 10日となっているが、以前に勤務していた事業所を退職した 32年５月

25日の直後に同社に入社したはずである（申立期間①）。 

また、昭和 35 年１月 12 日から同年２月 26日までが厚生年金保険の未加

入期間となっているが、当該期間もＢ社に継続して勤務していたのは間違い

ない（申立期間②）。 

さらに、私は、昭和 42年 10月下旬ごろにＢ社を退職して、別の会社に就

職したと記憶しているが、同社での被保険者資格喪失日は、36 年 11 月 22

日となっている（申立期間③）。 

申立期間①、②及び③を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①、②及び③にＢ社に勤務し、厚生年金保険に加入して

いたと申し立てている。 

しかし、Ｂ社の当時の役員は、「申立期間当時、同社内には、全体で７社か

ら８社の下請事業所があった。」と陳述しており、同役員及び複数の同社社員

は、「申立人のことは知らない。また、申立人が上司としている者は、下請事

業所の事業主であり、申立人は、同社の社員ではなく、下請事業所の従業員



だと思う。」旨陳述している。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時の資料等は廃棄済みであり、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険の控除の状況は不明である。」と回答している上、同社

の当時の社会保険事務担当者及び申立人の上司とされる者は、所在が不明で

あることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除に関する陳述

が得られない。 

さらに、各申立期間におけるＢ社での厚生年金保険の適用に関する状況をみ

ると、申立期間①について、申立人が同僚として氏名を挙げている者の同社で

の厚生年金保険被保険者資格の取得日も、申立人の資格取得日と同日付けの昭

和 33年７月 10日となっているとともに、申立期間の健康保険の整理番号に欠

番は無く、連続して付番されていることが、管轄社会保険事務所が保管する同

社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認できる。 

申立期間②について、Ｂ社の下請事業所に在籍していた者は、「私は、少し

の期間、同社を離れて、ほかの事業所の仕事をした後、再び同社で勤務し始め

た時に新しい被保険者証を渡された。同社以外の仕事を下請事業所が行う場合

には、同社の厚生年金保険に加入させない取扱いがあったのかもしれない。」

と陳述している。 

また、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の昭和 35 年

１月 12 日の被保険者資格の喪失時に健康保険証が返納されている旨の記録が

確認できる上、申立人は、同年２月 26 日に申立期間②直前までの厚生年金保

険被保険者台帳記号番号とは別番号で被保険者資格を再取得しており、同年６

月 25 日に当該再取得に係る番号を申立期間②直前までの厚生年金保険台帳記

号番号に統合するための重複取消手続が行われている記録も確認できること

から、申立人の申立期間②前後の資格喪失手続及び資格取得手続の記録に不自

然さはうかがえない。 

申立期間③について、申立人は、「私は、昭和 36年 11月ではなく、42年 10

月下旬ごろにＢ社を退職した。また、退職理由は、同社がＣ県Ｄ市に移転する

ことになり、通勤できないと判断したためである。」と申し立てているところ、

同社は、48年３月にＣ県Ｅ市に移転しており、同社の移転時期及び移転先は、

申立人の陳述とは符合しない。また、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿か

ら同社での被保険者期間が確認できる者は、「昭和 36年ごろに、Ｆ道路建設又

はＧ電車の高架工事のためにＢ社がＣ県Ｄ市に移転するという話が有った記

憶があるが、結局、私が退職した 38 年３月までの間に、同社が移転すること

は無かった。」と陳述している。 

さらに、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿を見ると、申立人の昭和 36

年 11 月 22 日の資格喪失時に健康保険証が返納されている旨の記録が確認で

き、同名簿の記録に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人が自分の親方であったとしている者も、申立人の被保険者資



格喪失日とほぼ同時期の昭和36年12月８日にＢ社での厚生年金保険被保険者

資格を喪失している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、

社会保険庁の記録において、申立人の氏名の読み方の違い等による検索を行っ

たものの、申立期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者記録は確認できない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

なお、Ｂ社の社員ではない申立人の同社での厚生年金保険加入記録が有るこ

とについては、当時の役員は、「申立人が、同社の厚生年金保険に加入してい

た経緯、被保険者資格取得日及び喪失日の取り扱いに関する事情は分からな

い。」と陳述している上、申立期間当時の同社及び下請事業所の事情に精通し

ているとされる同社Ｈ部の責任者は既に死亡しているため不明であるが、同社

Ｈ部で当時勤務していた社員は、「同社は、急な仕事の対応のために下請事業

所を常駐させておく必要があった。一方、下請事業所は、社員を定着させるた

めに社会保険を整備しておく必要があった。このため、当時の同社では、社会

保険の無い下請事業所の社員を自社の厚生年金保険に加入させていたことが

あったと思う。」と陳述している。



大阪厚生年金 事案 4337 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年６月１日から 45年９月１日まで 

社会保険庁の記録では、私がＡ社で勤務した期間のうち、昭和 38 年６月

１日から 45年９月１日までが厚生年金保険の未加入期間となっている。 

しかし、Ａ社は、昭和 38 年６月ごろに社会保険の適用事業所となり、私

は、その時に健康保険及び厚生年金保険に加入したはずである。私自身が経

理担当者として、給料計算の時に厚生年金保険料を控除していた記憶もある

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の証言から、申立人が、Ａ社での厚生年金保険

資格取得日の昭和 45 年９月１日以前から同社に在籍していたことは確認でき

る。 

しかし、Ａ社は、昭和 45 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所となって

いることが、管轄社会保険事務所が保管する同社に係る厚生年金保険被保険者

名簿から確認でき、申立期間において、同社は適用事業所とはなっていない。 

また、申立人が申立期間当時の同僚として名前を挙げた５人及び申立人は、

Ａ社が適用事業所となった昭和 45 年９月１日と同一日に同社での被保険者資

格を取得していることが、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から確認でき

るところ、同僚５人のうち３人は、同社での被保険者資格取得日と同一日の同

年９月１日まで国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが、社

会保険庁の記録から確認できる。 

さらに、別の同僚は、「私は、昭和 39年４月にＡ社に入社したが、年金手帳

を見ると、被保険者資格取得日は 45 年９月１日となっており、それ以前には

厚生年金保険に加入していない。また、健康保険証を初めて使用したのは 47



年ごろだったと思う。」と陳述している。 

なお、申立人は、「私自身が経理担当者だったため、申立期間当時の給料か

ら厚生年金保険料を控除していた記憶があり、昭和 38 年６月ごろに会社から

もらった健康保険証を使って病院で診察を受けた記憶がある。」と申し立てて

いるが、当該病院に確認したところ、当時の診療録は保存期限経過のため既に

廃棄済みであり、申立人が使用したとする健康保険証が政府管掌健康保険証で

あったかは確認できない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4338 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年８月ごろから 32年まで 

私は、Ａ社を昭和 26年７月末に退職した後、友人の紹介でＢ市Ｃ町のＤ

社に入社した。 

しかし、社会保険庁の記録では、別所運送で勤務した期間の厚生年金保

険加入記録が無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＤ社で勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立

てている。 

しかし、申立人が申立期間当時に勤務していたとするＤ社は、社会保険庁に

厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、同社の所在地を管轄する法

務局に商業登記の記録も無い。また、Ｄ社と類似する名称による事業所検索

を行ったが、申立人の主張に該当する適用事業所の記録は見当たらない。 

さらに、申立人は、Ｄ社の事業主の氏名を記憶しているものの、当該事業主

は既に死亡している上、申立人は、同事業所での同僚の氏名を記憶していな

いため、申立期間に係る申立人の在籍状況、勤務実態及び厚生年金保険料の

控除に関する陳述を得ることができない。 

このほか、申立人が申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者

として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4339 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年３月１日から 39年８月６日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務していた昭和 36 年３月１日から 39

年８月６日までの期間に係る脱退手当金が支給済みとなっている。 

    しかし、私は、脱退手当金を受給しておらず、請求したことも無いので、

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金は受給しておらず、請求した記憶も無

いとしている。 

そこで、管轄社会保険事務所が保管するＡ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿を見ると、申立人の欄には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記さ

れているとともに、脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約２か月後の昭和39年10月１日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情なども含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4340 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住    所  ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年 10月から 30 年９月まで 

              ② 昭和 30年９月から 32年 10月１日まで 

              ③ 昭和 32年 12月 14日から 35 年 10月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間①の加入記録が無いとの回答をもらった。 

また、Ｂ社に勤務していた期間のうち、申立期間②の昭和 30年９月から

32年 10月１日まで、申立期間③の同年 12月 14日から 35 年 10月までの期

間について加入記録が無いとの回答をもらった。 

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 27年 10月からＡ社に勤務したと申

し立てている。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 30 年２月１日

であり、それ以前の時期については適用事業所となっていない。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿で名前が確認できる従業員は、

「申立期間当時、同社の業務内容は、Ｂ業務に従事する事業所と請負契約を結

んで行っていた。申立人は下請け事業所として同社で業務しており、同社の従

業員では無かったと思う。」と陳述している。 

さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所では無く、申立期間当時の

事業主は既に死亡しており、申立人の同社における勤務の状況及び厚生年金保

険料の控除については確認することができない。 

申立期間②については、同僚の証言から、申立人は、申立期間の一部につい



てＢ社に勤務していたことが推認できる。 

しかし、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿で申立人と同じ昭和 32年 10

月に被保険者資格を取得していることが確認できる同僚は、「同社に昭和 30

年ごろから勤務していたが、最初のころ保険料は控除されていなかった。厚生

年金保険の加入手続が行われてから、保険料が控除されるようになった覚えが

ある。」と陳述している。 

また、申立人がＢ社に同時期に入社したとしている同僚の同社における厚生

年金保険被保険者資格の取得日は、申立人の同資格取得日より 13 か月後の昭

和 33年 11月となっていることが確認できる。 

このため、Ｂ社では、申立期間当時、従業員を入社と同時に厚生年金保険に

加入させていたわけでは無かったものと考えられる。 

申立期間③については、申立人は、昭和 35年 10月までＢ社に勤務していた

と申し立てている。 

しかし、Ｂ社に昭和 33 年３月及び同年４月に入社したとする従業員は、そ

れぞれ「私が入社した時には、申立人は既に同社に勤務していなかった。」と

陳述しており、また、同社に係る厚生年金保険被保険者名簿で 35 年３月 26

日に資格喪失していることが確認できる同僚は、「申立人は、私が退社する約

２年前に退社したのではないかと思う。」と陳述している。 

   以上の事情から、申立人は、少なくとも昭和 33 年３月ごろにはＢ社を退社

しており、32年 12月 15日から 33年２月の期間についても、同社における在

籍を確認できる証言及び資料等は見当たらない。 

このほか、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料の事業主による控除

については、申立人に明確な記憶は無く、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4341 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年６月 20日から 25 年５月１日まで 

      Ａ社会保険事務所が、昭和 53年２月 23日付けで発行した厚生年金保険被

険者期間調書には、Ｂ社の加入期間が 23年６月 20日から 25年９月 26日ま

でと記載されているにもかかわらず、社会保険庁の記録では、同社での資格

取得日が同年５月１日となっていることに納得できない。申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社会保険事務所が昭和53年２月23日に発行した申立人に係る厚生年金保

険被保険者期間調書には、Ｂ社での厚生年金保険の資格取得日が 23年６月 20

日と記載されていることが確認できる。 

しかし、Ｂ社は、昭和 25 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所になって

おり、申立期間については適用事業所となっていない。 

また、Ａ社会保険事務所は、昭和 53年２月 23日付け発行の申立人に係る厚

生年金保険被保険者期間調書でＢ社の資格取得日が23年６月20日と記載され

ていることについて、「当時台帳を見誤って回答した。」としており、その理由

について同事務所では、「Ｂ社の厚生年金保険被保険者名簿を確認すると、資

格取得年月日の欄が二段書きで記載する様式になっており、健康保険番号が１

番の被保険者については、上段『25 年５月１日』、下段『23 年６月 20 日』と

なっており、下段については同被保険者の前事業所での最初の厚生年金保険の

取得年月日を記載したものと思われ、その後の被保険者の資格取得年月日は、

「〃」が記載されており、照会の申立人についても同様の表示になっているこ

とから、見誤って回答したものと思われる。」と回答としている。 

また、申立人のＢ社に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿から、



申立人は、昭和 25 年５月１日に被保険者資格を取得していることが確認でき

る。 

さらに、申立人は、「Ｂ社の事業主は父親であった。」と陳述しており、新規

適用事業所になる前の期間について、申立人の厚生年金保険料を控除していた

とは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4342 
 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 
 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  
 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月１日から 56年 10月 30日まで 

   私は、昭和 50 年４月１日から 56 年 10 月 30 日までＡ社に勤務していた

が、社会保険庁には同社において厚生年金保険に加入した記録が無い。給

与支払報告書（源泉徴収票）をみると、社会保険料が控除されているのは

明確であるので、申立期間が厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の商業登記簿及び事業主の証言から、申立人が申立期間において、同

社に役員として在籍していたことが認められる。 

しかしながら、申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ社は、社会保

険事務所において厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、公

共職業安定所において雇用保険の適用事業所としての記録も無い。 

さらに、Ａ社の事業主は、「先代から事業を承継したが、先代が創業した

ときから社会保険には加入していない。」と回答しており、同事業主の年金

記録をみると、申立期間は国民年金の被保険者となっていることが確認でき、

当該事業所は厚生年金保険が適用されていなかったことがうかがえる。 

さらに、申立人から提出のあった源泉徴収票に記載されている社会保険料

の金額は、給与支払総額から算出した厚生年金保険料額を含むものとしては

著しく低額で、申立人に支給された給与から厚生年金保険料が控除されてい

たとは考え難い。  

加えて、Ａ社の申立期間当時の同僚及び事務担当者等の連絡先は不明であ

り、これらの者から、同社における申立人の勤務の状況及び厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4343 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間において、船員保険被保険者であったと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 15年 11月２日から 16 年６月 11日まで 

    社会保険事務所に船員保険の加入状況について照会したところ、申立期間

の加入記録が無い旨の回答をもらった。当該期間については、Ａ社所有のＢ

船に乗船中の業務上負傷により下船を余儀なくされ、療養しており、船員保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社所有のＢ船に乗船中の業務上負傷により下船を余儀なくされ、

療養に要した期間について申し立てている。 

しかしながら、船員保険法の昭和 20 年２月の改正により、船員保険の被保

険者の範囲が拡大されて下船中の船員も被保険者となるのは、同年４月１日か

らであることから、申立期間は、下船中の船員は被保険者になることはできな

い期間であると認められる。 

上記の事情から、Ａ社では、申立人が下船した事実に基づいてその時期に被

保険者資格の喪失の届出を行い、再びＢ船に乗船することとなった昭和 16 年

６月 11日に被保険者資格の再取得の届出を行ったことが推察される。 

また、Ａ社所有のＢ船は、昭和 18 年＊月＊日に沈没しており、同社の商業

登記簿の記録も確認できず、当時の事業主等については、生存状況を含めて所

在が不明であることから、これらの者から申立人の申立期間に係る船員保険料

の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から船員保険料を

控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において船員保険被保険者であったとは認めることはできな

い。



大阪厚生年金 事案 4344 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年ごろから 30年２月ごろまで 

             ② 昭和 31年８月ごろから 32年２月ごろまで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①については、

Ａ社に勤務し、申立期間②については、Ｂ社に勤務していたので、当該期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、複数の同僚の証言から、申立人は、申立期間の一部

についてＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社には、当時の人事記録等は残されておらず、申立人の同

社における勤務の状況及び厚生年金保険料の控除について確認することがで

きない。 

また、Ａ社は、「当時、一定期間の勤務があった後に、社長の判断で従業員

の厚生年金保険の加入手続を行っていた。」と回答しており、同社に係る厚生

年金保険被保険者名簿では、申立期間①中に 80 名余りの被保険者資格の取得

が確認できるが、この期間の健康保険の整理番号に欠番は見られない。 

申立期間②については、申立人は、Ｂ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、申立人は、Ｂ社勤務当時の同僚について、氏名のみが分かる

同僚１名を挙げるのみで、そのほかは「分らない。」と陳述しており、また、

同社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間②またはその近接した時

期に同社で被保険者資格を取得及び喪失していることが確認できる複数の同

僚に、当時、申立人が同社に勤務していたかどうか聴取したが、申立人のこと

を記憶している同僚はいなかった。 



さらに、Ｂ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間②に健康

保険の整理番号に欠番は見られない。 

加えて、Ｂ社はＣ社へと社名変更し、現在に至っているが、同社は、「当時

の人事記録は保管しておらず、当時のことを知る者もいないため、申立人に係

る社会保険の届出及び保険料納付の有無については、確認できない。」と回答

している。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことをうかがわせる事情等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



大阪厚生年金 事案 4345 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 46年８月から 47年２月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ工場で勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤

務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人は、昭和 46 年 12 月 11 日から 47 年４月 29 日

までＡ社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社Ｂ工場の事業を受け継ぐＣ社は、「当社が保管する申立期間当

時の社会保険被保険者台帳には、申立人の記録は無く、申立人が社会保険に加

入していたとは考え難い。」と回答している。 

また、Ａ社厚生年金基金における申立期間当時の加入員番号払出簿には、申

立人の氏名は記載されておらず、同基金の記録を保管する企業年金連合会は、

「申立人に係る厚生年金基金の加入記録は無い。」と回答している。 

さらに、申立人はＡ社Ｂ工場での勤務形態について、「アルバイト・パート

等」と陳述しているところ、Ｃ社は、「当時、短時間勤務の従業員は、雇用保

険のみ加入させており、健康保険及び厚生年金保険の加入手続は行っていなか

った。」と回答している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 


